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木村　昨年度の透明性報告書では「成
長」がテーマでしたが、今回は「最高
品質の監査にプラスワンの付加価値を」
をテーマとしました。これはアヴァンティ
アの中期ビジョンであるAvantia2030で
掲げた５本柱の中で最初に掲げたもの
になりますが、Avantia2030を策定する
中でこのビジョンを選んだのはどういっ
た理由からでしょうか。
小笠原　現在の監査法人業界に対す
る危機意識が根底にあります。ここ十
数年の中で、働き方改革や規制環境が
厳しくなり、手続をとにかく決められた
とおりにやらなければいけないという状
況になりました。その結果、クライアン
トは報酬を支払っているにもかかわらず、
監査がどのような役に立っているのか実
感が得られない。そうすると我 も々働き
がいを感じないし、やりがいを感じな
い。我々会計士の職業は、本来、専
門性があり独立した第三者の立場だか
らこそ果たすことができる役割があるは
ずだと思っています。それが今失われつ
つあります。たとえ業界の中でそういっ
た傾向があるにしても、アヴァンティアは、
その流れに抗っていこうという思いから
Avantia2030の５本柱の筆頭に挙げまし
た。今なお、その意義はむしろ増して
いると思います。
木村　確かにそうですね。クライアント
としては、もっと経営者と経営課題を
議論してほしい、パートナーになってほ
しいというニーズは確実にあるものの、
現状そうではなく監査報告書に判子を
押すだけの存在になってしまっていると
いうのが監査法人業界の課題です。
小笠原　監査法人業界の規制が強化
される中で、コンプライアンスの重視は
当然ではありますが、過度にそこに入り
込みすぎるとお互いの信頼関係も十分
に構築できないほどの距離ができてしま
い、クライアントも最低限やってもらえ
れば十分という認識になってしまいます。
そうではなく、せっかくご縁があって、
会計監査人として貴重な情報を共有で

きる立場にあるので、提供できることは
多くあります。我 と々しては、知恵を絞っ
て監査報告書を出すまでのプロセスで、
企業経営や財務諸表開示にとってプラ
スになることを伝えて、来期以降に活か
すというサイクルを作るべきだと思います。
木村　そういうサイクルを作る監査がで
きれば、自然に監査をする我々側にも
やりがいが出てきますよね。
小笠原　はい、公認会計士業務の一
丁目一番地は本来監査業務であるはず
なのに、そこから人が離れているのは、
本当に由 し々き事態です。それを打開す
るうえで、最高品質の監査にプラスワン
の付加価値を追求することで、監査の
担い手にとっても監査が非常に面白くな
るはずです。
木村　同感です。もちろん受け手にとっ
て、価値のあるものでないといけないの
で独りよがりになってはいけないというの
は当然ですけれども、会計士も監査が
面白くなれば監査から離れなくてもいい
ということになります。そうやって優秀な
人財がしっかり監査をしていく。まさに
一丁目一番地につながってくると思います。

木村　こうした状況の中で、「最高品質
の監査にプラスワンの付加価値を」と
いうテーマは非常に重要だと位置づけ
ているわけですけれども、昨今の監査

法人業界を取り巻く経営環境やテクノロ
ジーを含めた変化に対しての認識はい
かがですか。
小笠原　監査法人業界に限らず、外部
経営環境の変化で一番大きいのがAIで
す。これまでにない異質で非連続なテク
ノロジーの変化により、かなりの業務に
対して人間が介在しなくなります。我々
はどうこれに向き合うべきか。今突きつ
けられている課題だと思います。
木村　そうですよね。AIに関しては、想
定以上に変化が早いと言われていて、
いわゆる汎用AIの登場も、昔はもっと
先だと言われていたのが今では2027年
頃ではないかというような話がコンセン
サスになりつつあります。
小笠原　既にアヴァンティアでは、一
部の作業についてAIの導入も進めてい
ますよね。全部が置き換わることはない
ですが、相当程度活用して業務の中に
取り入れていくことは、今後も続くでしょ
うね。
木村　はい。監査法人業界でも、現場
のメンバーがやっている業務は定型化さ
れたものもかなり多く、それについては
簡単にAIに置き換わる世界がすぐそこに
来ています。しかもAIエンジンそのもの
の開発は自分たちがやらなくてもオープ
ンに活用できる状況であり、あとは自分
たちの業務にどう最適化するのか、とい
う状況ですので使わない選択肢はない
というのは、我々の業界も含めどの企業
の経営者も考えると思います。そうした
中で、これからの会計士に求められる能

01 最高品質の監査に
プラスワンの付加価値を
実装する監査を目指して

当監査法人は中期ビジョンAvantia2030の柱として掲げる「最高品質の監査にプラスワンの付

加価値を」を実現すべく、不断の挑戦を続けています。本対談では、変化する規制環境やAI

の進展といった監査法人業界の潮流を踏まえ、会計士の果たすべき役割、人財育成の在り方、

そして未来に向けた展望について法人代表CEOの小笠原直とCOOの木村直人が対談しました。

監査を通じ社会に信頼と価値をもたらす、その歩みと未来をご紹介します。
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COO

木村 直人
法人代表CEO

小笠原 直

対談

AIが監査法人業界に
与えるインパクトと
会計士が果たす役割

最高品質の監査に
プラスワンの付加価値を
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力とはどのようなものになるでしょうか。
小笠原　今まではスキルを身に付ける
ために努力をする、自己研鑽をする世
界があったと思いますが、そういうスキ
ルはAIの方がより効率的に代替できる
ようになります。そうした中で大事なのは、
AIに対して質問をして本質的な答えにた
どり着くための質問力、それから良い質
問ができるための素養。これを磨かない
といけないと思います。
木村　そうですね。あとは、AIをパート
ナーとして活用することも重要ですが、
今まさにアヴァンティアで取り組もうとし
ているのは、聞いて引き出すよりも、そ
もそも一定程度任せてしまう、いわゆる
AIエージェントの領域です。そうすると
今までは、監査チームのメンバーに業
務の分担を振ってマネジメントしていた
ことが、AIエージェントに置き換わる。
AIをパートナーとして仕事をマネジメン
トする能力が求められるようになってき
ます。
小笠原　一方で、人と人との関係性が
これまで以上に大事になると思います。
木村　まさにそのとおりで、私もAI時代
だからこそ、人間らしさがとても重要に
なると考えています。AIが全部支配する
のではなくて権限は私たちが持ちますし、
もしかしたら一定程度の判断をするAI

も出てくるとは思いますけれども、最終
判断をして決断し責任を取るのはあくま
で人間の仕事です。
小笠原　そうでないと、相手も納得し
ません。人間同士の世界では、ときに

非合理的なこともある中で、お互い受
容しながらコミュニケーションを取って
いくことが重視される世界になっていく
と思います。

木村　そうしたテクノロジーを含めた環
境変化の中で、最高品質の監査にプラ
スワンの付加価値を当たり前のように
実装することを目指していくわけですが、
小笠原さんとしてはアヴァンティアとして
のブランドや目指すべき方向に関してど
のようなことを考えていますか。
小笠原　Avantia2030を策定した当初
からの基本的な考えは、アヴァンティア
は、売上や利益といった営業成果から

成立しているというよりは、とにかく良い
人財を採用して、しっかりOJTも含めた
教育研修をする。この土台が整ってい
れば、おのずと社会は認めてくれて、売
上、利益はついてくるというものです。
未来は不確実ですが、社会に適した、
社会の中で役に立つ人財をしっかり輩
出していくことが、持続可能性のカギに
なると思います。そこを目標にしていけば、
おのずと最高品質の監査やプラスワン
の付加価値も絶対実現できる。AIによ
る環境の変化についても乗り越えられる
と確信しています。
木村　やはり人財の価値、人的資本が
そのまま我々のブランドにもなり、それ
を突き詰めていけば、自然と最高品質
の監査にプラスワンの付加価値は実装
されていくはずだということですね。
小笠原　ちょうど７年程前、若手メン
バーに対して、経営層が策定したミッショ
ンとビジョンに連なるバリューの策定を
任せました。その結果、個を重視、メ
ンバーとともに成長、利他の精神をもっ
て最高品質の監査を創る、という情熱
のある素晴らしい３つのバリューを構築
してくれました。我々は、そのバリュー
に沿って成長させていくことを上手にサ
ポートしていきたいと思っています。
木村　「最高品質の監査にプラスワンの
付加価値を」というスローガン自体も考
えたのは少し前ですけど、最近、現場
部門である事業推進部を中心に、本当

に高みを目指すという意識が高まり、プ
ロジェクトを立ち上げて取り組んでくれ
ています。そういう自発的な動きが非常
に活発になってきており、まさに成長し
ていると感じています。
小笠原　現場で直にクライアントの方
と接していると、課題意識も自然と湧出
してくるのでしょう。アヴァンティアが提
供できる具体的な付加価値、これを積
極的にブレインストーミングを行い、実
現に向けて取り組んでほしいです。
木村　そうですね。最高品質の監査に
プラスワンの付加価値という言葉一つとっ
ても、発信をした我 は々、具体的なイメー
ジがある一方で、経験の浅い方を中心
にあまりイメージできていないメンバーも
いるので、私もそこを言語化することを
意識しています。
小笠原　まずは、日常的にお客様から
聞かれた質問を丁寧に答えて納得して
もらうまで説明する、これが基本動作
です。
木村　そうです。その次のステップとし
て質問を受けてから対応するのではなく、
こちら側から課題を見つけて提案する。
細かな会計処理の話から、内部統制、
決算体制に至るまで各クライアントでそ
ういう課題は必ずあります。その行き着
く先に冒頭でお話しした経営者と経営
課題について議論ができるようになるの
だと思います。

木村　そうした価値の提供について
Avantia2030として掲げながら、必要な
投資や人財育成をして実現する、その
先にある我 ア々ヴァンティアとしての成長
についてどう考えますか。
小笠原　規模的な成長というのは当然
あります。先ほどのお話のとおり、テク
ノロジーの活用によって生産性が飛躍
的に上がっていけば、１人当たりが処
理できる業務も飛躍的に上昇するとい
う意味で成長していけると思います。た
だ一方で我々は大企業ではないですし、
大企業になることを志向しているわけで
もありません。つまり、「適正規模」と
いうキーワードを以前から提示している
とおり、合併して巨大化していくという
よりは、場合によっては分社化をしてい
くということがあって良いと思います。
木村　それについては、今年ようやく
実績も出たということで、先日パートナー
の１名がアヴァンティアから独立して新
しい監査法人を作って、しかも非常に
特色のある監査法人として第１号の船
出をしてくれました。これについてはい
かがですか。
小笠原　感無量です。独立については、
私自身、銀行を辞めて監査法人業界に
身を投じたときから強く感じ、会計プロ
フェッショナルの本来あるべき姿だと思っ

ていました。監査法人としての独立は、
信頼のおけるメンバーとパートナーシッ
プを組んで、貢献したいターゲット顧客
に向かって、自分たちができるベストな
サービスを提供することです。これはア
ヴァンティアを立ち上げたときに、木村
さんたちと経験したことですが、やりが
いも楽しみもあることです。それを若い
次世代が同様の経験をしていくことは非
常に喜ばしいことと感じています。
木村　アヴァンティアを設立したときに
比べると監査法人を設立して上場会社
監査を行う際の参入障壁は高まってい
ますので、我々が支援できるところは全
面的に支援しながら、今後も第２号、
第３号と、続 と々人財が出てきてくれる
と嬉しいですね。
小笠原　この業界は経営を見ているわ
りには、自らの監査法人を経営できる
人財が不足しているという課題があると
思います。そうした人財が不足している
ことが、経営者と向き合う監査が成立
していない原因となっているのが事実で
す。アヴァンティアとしては、組織を分
割しながら、きちんと経営責任を果たせ
る人財を１人でも多く輩出していきたい
と思います。

木村　本日は「最高品質の監査にプラ
スワンの付加価値を」をテーマに、監
査法人業界を取り巻く環境の変化や、
その中でアヴァンティアが目指す監査や
未来についていろいろとお話させていた
だきました。最後にステークホルダーの
皆さまにメッセージをお願いします。
小笠原　はい、アヴァンティアは、監
査法人業界において一見異色に映る部
分があるかもしれませんが、社会的な
役割を強く自覚し、社会課題の解決に
貢献する人財を多く輩出していけるよう
成長してまいります。ぜひステークホル
ダーの皆さまにおかれましては、今後も
より一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。本日はありがとう
ございました。

アヴァンティアの
目指すべき監査とは
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アヴァンティアの未来、
監査法人業界の未来

ステークホルダーの
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2030
“高み”への挑戦  

日本を支える監査法人業界の盟主へ
現在の監査法人業界は、自らの利益のみにとらわれることなく、

常に業界全体、ひいては社会全体のために

何をなすべきかという高い視座に基づいて思考し行動するような、

いわゆる業界の「盟主」が不在の状況にあります。

そのような中で、アヴァンティアは規模でトップになることを目指すのではなく、

自らが日本企業、そして日本を支える監査法人業界の盟主となることを、

2030年におけるアヴァンティアのあるべき姿と位置づけて成長を続けます。

オーガニックな成長を通じて
国内トップテンの監査法人へ

強固な品質を基盤に無理のない
毎年10％のオーガニックな成長を持続

無理のない形で毎年10％のオーガニックな成長を持続するこ
とにより、組織としての健全性を確保しながら、監査法人と
しての信頼性と機動性をバランス良く備えた適正規模の監査
法人として、国内トップテンの地位へと成長します。

IPO監査の
メジャーファームへ

日本の未来を支える成長企業を
IPO監査で全面支援

日本の産業育成に寄与する観点から、成長意欲旺盛な企業
のIPO監査を積極的に推進し「IPO監査といえばアヴァンティ
ア」と言われるようなIPO監査のメジャーファームへと成長し
ます。

地方創生の
ニューノーマル確立

新しい地方拠点のモデルを構築し
地方創生に寄与

これまでにない新しい地方拠点のモデルとして、リモートワー
クも駆使したコンパクトなサテライト拠点網を構築し、地方
で活躍する企業と会計士にアヴァンティアの監査と活躍の場
を提供します。

ダイバーシティー経営と
健康経営の実現

ジェンダーやライフスタイルに左右されない
ヘルシーなワークスタイルを実現

アヴァンティアの理念に共感しそれを体現してくれるメンバー
１人１人が、自身の人生設計や自由職業人としてのキャリア
設計に応じた多様な働き方を健康的に実現することが可能と
なるような経営を推進します。

最高品質の監査に
プラスワンの付加価値を

監査の品質を極限まで高めるとともに
監査の付加価値としてのコンサル要素も積極的に提供

最高の品質で財務報告の信頼性を担保するという社会イン
フラとしての役割は当たり前のこととして、クライアント企業に
対する付加価値としてのコンサルティング的な要素も積極的
に提供することができる監査を当たり前にします。
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02 最高品質の監査にプラスワンの付加価値を 最高品質の監査にプラスワンの付加価値を

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

上場クライアント数人員数

Avantia2030

2024年 1月
福岡事務所の開設

2023年 1月
大阪事務所の開設

2021年
7月 人財開発室の設置

DI推進室の設置

11月 合同会社
監査D&Iコンソーシアム
設立

2020年 10月
IPO推進室の設置

2018年
1月 自社開発の

電子監査調書システム
AQuAを導入

9月 経営・監査品質監視委員
の設置

2010年 7月
株式会社
アヴァンティアコンサルティング
（100%子会社）設立

2017年 10月
品質管理協議会の設置

（2025年６月時点）

2008年 5月
監査法人アヴァンティア設立

225
197

159
136

10594
67615849

18

29
27

232222
20

36 37
41

2025年
2月 企業価値向上支援室の設置

札幌事務所の開設

5月 三恵ビジネスコンサルティング
株式会社を完全子会社化

当監査法人は、2008年５月に設立し、組織の健全性を維持しながら、監査法人としての信頼性
と機動性をバランス良く備えた適正規模の監査法人として、無理のない形でオーガニックな成長
を遂げてまいりました。
Avantia2030のテーマの中でも、最上位に掲げている「最高品質の監査にプラスワンの付加価値を」
というテーマは、規制環境の変化やAIの進展といった監査業界の昨今の潮流の中で、ますます
重要になっています。
「会計監査人」というクライアントのガバナンスの一角を占める我々が、監査を通じて、どのよう
にクライアントに付加価値を提供することができるか、当監査法人では、監査法人 ·会計士の果
たすべき社会的な役割を考えながら不断の挑戦を続けています。

最高品質の監査に
プラスワンの付加価値を

10 11TRANSPARENCY REPORT 2025



坂巻　アヴァンティアでは、Avantia2030

の中で「最高品質の監査にプラスワン
の付加価値を」という目標を掲げてい
ます。本日は、この目標に向けての取
組みについて、事業推進部長の藤田さ
ん、人財開発室長の奥村さん、板橋さ
んにお話をお伺いします。
　まず、アヴァンティアの目指しているこ
の目標について、事業推進部の取組み
を教えてください。
藤田　事業推進部では、特に今期から
力を入れて、Avantia2030に掲げている
「最高品質の監査にプラスワンの付加
価値を」という目標を具体的に実現し
ていくための取組みを進めています。
　アヴァンティアでは、2018年に金融
庁による業務改善命令を受けて以降、
監査品質の向上に重点をおいて取り組
んでおり、その結果、現在では監査品
質を安定的に確保できる体制を構築で
きたと思っています。Avantia2030の掲
げる2030年まで残り５年を切った中で、
今後は「プラスワンの付加価値」とい
うテーマに挑戦できる土台ができてきた
と思っています。
　「最高品質の監査にプラスワンの付加
価値を」という目標はAvantia2030を定
めてから継続的に掲げてきた目標では
ありますが、これまでなかなか具体的に
言語化できていなかったこともあるので、
監査法人である我々が監査を通じて提
供できる付加価値というものは何なのか、
そしてどのように実現するのかというこ
とを、この１年でしっかりと考えていき、
実現していきたいと思っています。
坂巻　なるほど、いよいよ「プラスワン
の付加価値」というテーマに取り組むこ
とができる状況ができてきたということ
ですね。今年の２月に奥村さんが人財
開発室長に就任されましたが、この目
標に向けてどのような取組みをされてい
ますか。
奥村　２月から前任の梶原パートナーよ
り引き継ぎ、人財開発室長を拝命いた
しました。アヴァンティアでは、人財は
法人経営の中核をなす極めて重要な経

営基盤であると位置づけ、積極的に先
行投資を行うという方針を掲げています。
人財開発室では、特に「採用」、「育成」、
「配置」、「フィードバック」という４つ
の要素について継続的に対応しています。
　この中でも「育成」については、こ
れまで「信頼される自由職業人」を育
成することを目標として取り組んでいまし
たが、AIの発展など昨今の我々を取り
巻く環境の変化なども考慮して、この目
標をさらに掘り下げ、監査人としてプラ
スワンの付加価値を提供できる人財を
育成することをテーマとして取り組んで
います。
坂巻　事業推進部、人財開発室ともに
「プラスワンの付加価値」をテーマとし
て掲げていますが、どうして今「プラス
ワンの付加価値」が必要なのでしょうか。
藤田　我々、監査法人業界では、昨今、
大手監査法人を中心にAIへの投資が
進んでおり、会計士の業務がAIに代替
されうる状況が現実に迫ってきています。
そのような環境の中で、監査人としての
専門的判断を要しないような形式的な
業務は徐々にAIに代替されることとなり
ます。
　そのため、今後の監査法人業界にお
いては、AIに代替されるような形式的
な業務が求められるのではなく、相対
するクライアントに対して監査を通じて
付加価値を提供すること、噛み砕いて
いえば、クライアントに「アヴァンティア
の監査を受けてよかった」と言ってもら
えるような監査業務を提供することが必
要になると思っています。
坂巻　AI技術の発展により会計士の業
務が徐々にコモディティ化していく中で、
会計士自体の存在意義を維持するため
にも「プラスワンの付加価値」の提供
ということが必要となっていくということ
ですね。
藤田　監査業務に従事する会計士に
とっても、AI技術に代替されるような業
務にはやりがいを感じにくく、クライアン
トのために少しでも価値を提供できる業
務にやりがいを感じるのではないでしょ
うか。
奥村　そうですね、これは昨今のAI技

術の発展が加速する前からの傾向です
が、監査法人業界では公認会計士合
格後に入所したメンバーが実務経験の
３年を経て公認会計士登録をしたのち
に転職し、監査業務から離れることが
多いようです。その要因としては、会計
士として監査業務のやりがいを感じられ
ていないことが考えられます。
　アヴァンティアでは、採用のプロセス
の中でも、監査を通じて「プラスワンの
付加価値」の提供を実現できる監査法
人であること、そして、それが会計士と
してのやりがいや監査のおもしろさを実
感できることにつながることを説明して
います。アヴァンティアに入所したメンバー
の離職率が低いのも、個々のメンバー
がクライアントに少しでも何らかの価値
を提供することを意識して取り組んでい
て、やりがいのある仕事を実現できてい
ることが一因になっているように感じて
います。

坂巻　Avantia2030に目標を掲げてか
ら現在までにできていること、そして、
今後の課題として感じていることはあり
ますか。
藤田　アヴァンティアのクライアントで
は、成長意欲の高いクライアントが多く、
その反面事業や環境の変化などに管理

プラスワンの付加価値を
実現するための取組み

当監査法人では、中期経営計画に「最高品質の監査にプラスワンの付加価値を」を掲げ、高

い品質の監査を実現しながら、付加価値としてクライアントに対し、コンサルティング的要素を

積極的に提供できる監査を目指しています。

この目標に向けての現在の到達点と今後の取組みについて、事業推進部長の藤田憲三と人財

開発室長の奥村俊樹、事業推進部及び人財開発室を兼務する板橋由尚、坂巻潤にて座談会

を実施いたしました。

事業推進部長

藤田 憲三
ジュニア・アカウンタント

坂巻 潤
人財開発室長

奥村 俊樹
マネージャー

板橋 由尚
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現在の到達点と
今後の課題

座談会

「プラスワンの付加価値」
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面が追い付いていないように見受けられ
ることもあります。アヴァンティアでは、
Avantia2030を掲げる以前から、グロー
スサポートという文化があり、クライア
ントとともに成長すべく、指導的機能を
発揮しながら監査を行っていました。
　ただ、これまでは、法人全体として取
り組んできたというよりも、個々の監査
チームやメンバーがそれぞれの場面にお
いて監査上の指導的機能を発揮してい
たという状況ですが、今後はこれをさら
に発展させて、監査という枠組みを超え
てクライアントの成長に寄与したり、管
理体制の構築に貢献するための経営者
や監査役とのコミュニケーションなども
行っていけるように法人全体としても取
り組んでいければと思っています。
奥村　これまで、アヴァンティアでは、
監査品質の向上という観点で、監査基

準に表面的に従っただけの手続を行う
のではなく、クライアントのおかれた環
境やビジネス等の理解を基礎とした徹
底した事実追究という姿勢を持つことを
心掛けてきました。そういった意味で監
査品質は安定した水準を確保できるよ
うになったと思いますが、このような徹
底した事実追究を行う中で、監査人と
して、クライアントが認識されていない
ような事実や視点を持つことができ、こ
れをクライアントに情報共有することで
監査を通じてクライアントに貢献できた
と感じられる場面もありました。
　我々は会計監査人として会社のガバ
ナンスの一部を担っているわけですから、
監査証明を出すためだけの監査を行う
のではなく、監査を通じて会社の発展
に貢献することをもっと行っていきたい
と思っています。

坂巻　なるほど、これまで培ってきた徹
底的な事実追究という姿勢は今後も維
持しながら、その結果として理解した事
実をもとにクライアントに対してさらに価
値を感じていただけるよう取り組んでい
くということですね。
板橋　そうですね、人財開発の中でも、
新人研修ではまず初めに「徹底的な事
実追究」という姿勢を身につけてもらう
ことを心がけています。私は、大手監
査法人出身ですが、アヴァンティアのメ
ンバーは年次の浅い方であっても事実
追究という姿勢が根付いていると感じて
います。事業部の担当者などに直接ヒ
アリングをするなど、事実やビジネスを
把握するために積極的に動けていると
思います。
坂巻　ヒアリングやコミュニケーション
の中で能動的に情報を収集するという
点も、AIに代替されない会計士に必要
な能力ですね。

奥村　藤田さん、板橋さん、坂巻さん
の３名が関与されている案件でも、徹
底した事実追究の結果、クライアントか
ら感謝されたことがあると伺いました。
板橋　そうですね、詳細はお話できな
いところもありますが、私たちが担当し
た案件では、新規クライアントというこ

ともあり、企業理解をするために受嘱
当初から企業環境やビジネスの理解、
長期トレンドでの数値把握などを行って
おり、その中で過年度から徐々に在庫
が増加傾向にあることに気づきました。
　この点について、経営者ディスカッショ
ンの際にお伺いしたところ、経営者とし
てもその要因を気にされていたため、こ
れを機に我 も々入ったうえで調査を行う
こととなりました。
　当初の調査では、各事業部の担当者
にヒアリングをしてもなかなか明確な要
因が明らかにはなりませんでしたが、何
度もヒアリングを繰り返し、徹底した事
実追究を行った結果として、企業特有
の課題を特定することができました。
坂巻　ヒアリングの中では、監査人とし
て健全なる差し出がましさを発揮し、臆
さずに情報を収集した結果、このよう
な課題を特定することができたと思いま
す。また、何度もヒアリングをする中で、
クライアントのキーとなる方とコミュニケー
ションを図ることができ、企業をよく理
解することができました。
藤田　監査上は、在庫の実在性や評
価という点に着目しがちですが、それだ
けではなく在庫が増加している要因につ
いて追究したことで、このような課題を
特定でき、クライアントにも喜んでいた
だけたと思っています。まさに監査の枠
組みを超えた価値提供の一例だと実感
しています。
板橋　アヴァンティアでは、監査所見も
クライアントに対する情報提供の一つと
して大切にしています。事実追究の結
果をしっかりと監査所見に残し、監査
役にご報告するという点でも、監査役
の方 に々評価していただけたと思います。
奥村　このように監査を通じてクライア
ントに喜んでいただける仕事を増やして
いきたいですね。監査上必要なことを
丁寧に実施することはもちろんですが、
監査という点だけにとらわれず、専門家
として、監査を通じてクライアントのた
めになることは徹底的に行っていくとい
う姿勢を醸成していければと思います。
坂巻　そうですね、この姿勢を浸透さ
せるためには、小さなことでも良いので

クライアントに貢献できたという成功体
験をしっかりと積み上げていくこと、そ
して、このような「プラスワンの付加価値」
を提供することの重要性をしっかりとメッ
セージ発信していくことが大切だと思い
ます。
藤田　監査の枠組みを超えて「プラス
ワンの付加価値」を提供するには、今
まで以上にリソースが必要となる場面も
考えられます。リソースという観点では、
アヴァンティアでも積極的にAIに対して
投資を行っており、また、全社的に業
務の効率化にも取り組んでいます。この
ようなAIの利用や効率化して削減でき
たリソースを利用して、会計士として今
後必要となる付加価値の提供という点
に取り組んでいきたいですね。
奥村　業務の効率化、AIの活用という
点では、品質管理部やDI推進室などと
も連携して進めています。「最高品質の
監査にプラスワンの付加価値を」という
目標に向かって、法人全体が部門を跨
いで取り組めている点は非常に良いと思
います。
藤田　「最高品質の監査にプラスワンの
付加価値を」という目標が、いずれは我々
アヴァンティアの監査ブランドになるよう
に、まずは各メンバーや監査チームに
浸透し、実際の監査現場で動いていけ
るよう、今年１年をかけてしっかりと取
り組んでいきたいと思います。

具体的な案件の中での
気づき
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田中　アヴァンティアでは、従来から
取り組んでいたDIプロジェクトを発展さ
せ、2025年２月にDI推進室を創設しま
した。DI推進室は、監査業務とデジタ
ルテクノロジーを組み合わせることによっ
て、監査現場にイノベーションを起こす
ことをミッションとしています。
　昨年はAI監査調書ドラフト作成支援
システム「A

オーロラ

urorA」、AI監査補助支援
システム「O

オアシス

asiS」を開発し、実際に
2025年３月期の監査現場で用いられま
した。開発を振り返って、安永さんか
ら苦労話などをお聞かせください。
安永　AurorAに試算表や仕訳データ
を取り込むと、クライアントが使用する
会計システムにかかわらず、自動でデー
タクレンジングをして標準様式に揃えら
れるため、AIが会計データを非常に扱
いやすくなり、基本的で初歩的な監査
調書については、自動でドラフトが出力
できるようになりました。例えば、仕訳
データの網羅性チェック、分析的手続
やリードスケジュールのドラフト作成支
援を一気通貫で行える仕組みになって
いますが、その各機能を実装する過程で、
どのようにAIを組み込むかが最大の課
題だったと記憶しています。
　生成AIが登場したばかりの頃は、全
てを上手いことやってくれる魔法の杖の
ようなイメージを持っていましたが、実
際に触ってみると、人間がAIに対して
依頼をするときは、人間に対してお願い
をするときと同じように、依頼内容を丁
寧に整理して伝えていかないと、潜在
能力を引き出すことができないことがわ
かりました。そのため、会計士の方との
コミュニケーションを通して、会計の仕
組みや監査手続の内容を文書化して、
AIが理解しやすいように丁寧に説明する
という作業が必要となり、大変苦労しま
した。引き続きブラッシュアップを重ねて、
さらにバージョンアップしていきたいと思っ
ています。
　OasiSは、AurorA開発で得たナレッ
ジにより３ヶ月ほどで開発することがで
きました。会計士だけではない職員の

皆さんに対して、AIにどのようなことを
望んでいるのかをヒアリングしました。
その結果、日々の業務でAIを活用した
いというニーズが高いことがわかり、特
に要望が多かったチャットや翻訳などの
機能を実装していきました。
木村　2025年の年初に、全職員に対し
て「2025年は、AIが会計士の仕事を
奪う元年にします。」という宣言をしまし
た。会計士の仕事を奪うというと、恐
ろしいことのように思われる人もいるか
もしれませんが、ネガティブな話ではな
く、前向きにどんどん仕事を奪ってもらっ
て、会計士はより高次元な判断業務に
どんどんシフトしていき、生産性を高め
るということです。
　AurorAは一旦リリースまでこぎつけた
というのは非常に素晴らしかったと思っ
ていますが、現在はまだスタート地点で
す。現時点でも生産性が向上した部分
はありますが、会計士の仕事を奪っても
らうためには、まだまだ高度化させてい
く必要があります。とはいえ、今後のAI

開発の起点になる、良いプロダクトがで
きたのではないかと評価しています。

田中　DI推進室ではAurorA・OasiSの
内製開発だけでなく、昨年はデータ分
析ツール「T

サムジー

HUMGY D
データ

ata」の導入もし
ています。そして2025年５月には、監
査法人アヴァンティアとして、THUMGY 

Dataの開発元である三恵ビジネスコ

ンサルティング株式会社を完全子会
社化するに至りました。もちろんこの
THUMGY Dataという分析ツール自体が
価値のあるプロダクトということもありま
すが、それだけでなく、ベトナムの開発
会社と提携関係にあることから、アヴァ
ンティアとしては潤沢な開発リソースを
グループの中に加えることができたとい
うことになります。
　ミドルサイズの監査法人としては珍し
い話かと思いますが、敢えて子会社化
に踏み切った想いについて、木村さん
からお話をお聞かせください。
木村　今の時代の監査法人は、とにか
く人財とテクノロジーにどれだけ投資が
できるか、これが鍵だと思っています。
　現代は生成AIを含めていろいろな技
術がオープンに使えるようになっている
ため、監査という非常に狭い分野にフィッ
トしたプロダクトでも、限られた開発リ
ソースで生み出せる可能性があります。
　当然、そのためには投資をしなけれ
ばいけないですし、開発リソースも必要
になります。アヴァンティアの場合は、
内部に安永さんという優秀なエンジニア
がいて、開発を主導できる体制ではあ
りますが、開発を進めるには外部リソー
スも必要でした。今回、オフショアの
開発リソースを持っている三恵ビジネス
コンサルティング株式会社と一体となる
ことで、開発体制をスピードアップし、
テクノロジーの活用を進める素地が整っ
たのではないかと思っています。
　また、今後の監査はデータ分析をよ

「AurorA」の開発03
生成AIを活用した

品質向上・効率化への挑戦

当監査法人は日本を支えるベンチャー監査法人を目指して、従来から電子監査調書システムの

開発・提供などに取り組んできました。近年は監査にデジタルテクノロジーを積極的に取り入

れることにより、監査現場にデジタルイノベーション（以下、DI）を巻き起こすことを目指して、

日々研究開発を続けています。

今回は、COOの木村直人、DI推進室長の田中龍之介、 エンジニアの安永啓太の３名で、デジ

タルイノベーションへの取組みと、DI推進室が目指す未来について、鼎談を実施しました。

最
高
品
質
の
監
査
を
実
現
す
る
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め
の
未
来
へ
の
投
資

開発会社の子会社化

COO

木村 直人
マネージャー　エンジニア

安永 啓太
デジタルイノベーション推進室長

田中 龍之介

鼎談
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り活用していく必要がありますが、生
成AIの技術でできることとできないこと
を考えたときに、生成AIとは相性が悪
い大規模なデータの分析に特化した
THUMGY Data という非常に優秀なプロ
ダクトを既に持っているため、生成AIと
THUMGY Dataの技術を組み合わせるこ
とで、監査手続の自動化につながるポ
テンシャルがあると感じています。
田中　三恵ビジネスコンサルティング株
式会社は、単にツールを開発するだけ
ではなく、データ分析のノウハウを企業
や公官庁へコンサルティングもしていま
すので、アヴァンティアの監査チームで
もその知見を享受して、監査手続にデー
タ分析をふんだんに取り入れるという取
組みも開始しているところです。
　実はOasiSの開発では、ベトナムのオ
フショア拠点のエンジニアのリソースを
早速お借りしています。安永さんの目線
から、一緒に働いてみて今後どういった
ことが期待できると感じたか、お話しく
ださい。
安永　３ヶ月ほど協業した中で、エン
ジニアの皆さんが非常に積極的で、成
長意欲を感じる点が印象的でした。
THUMGY Dataの技術についてもヒアリ
ングしましたが、相当コアな技術でしっ
かりしたものを作られているなという印
象を受けました。
　技術的には要するにSQLデータベー
スのようなもので、バイナリ単位から操っ
て、データを取り込んで動作させるので、
普通の業務用PCやVDI環境などでも

何百万行の処理ができるということを実
現していて、本当に凄いなと思っています。
そのようなものをコツコツと作り上げて
きた確かな技術力があるということは、
今後の開発でも様々な可能性を秘めて
いると思います。
　一方、オフショアでの開発ということ
で課題になるのは、やはりコミュニケー
ションだと思っています。その点さえコ
ントロールしてクリアできれば、開発と
しては円滑に進むのではないかと思って
います。

田中　子会社化によって知的財産と潤
沢な開発リソースが手に入りましたので、
新たにAIエージェントの開発計画を立
ち上げました。
　アヴァンティアには職員のことをアヴァ

ンティと呼ぶ文化がありますが、AIエー
ジェントのコードネームもProject-Avanti

と呼んでいて、監査チームの一員として
扱ってもらうことを目指しています。
　このAIエージェントは監査チームの
一員となり、分担された業務について、
生成AIのRAG技術でクライアントから
入手した情報などを解釈して、それを
会計基準や監査基準、法人マニュア
ルや監査の手続ルールに照らして、監
査手続を実施します。大規模なデータ
分析を要するような箇所については、
THUMGY Dataの技術と組み合わせるこ
とで、ロジックのブラックボックス化や
ハルシネーションの問題を防ぎます。
　既に開発も７月から開始していますが、
どのように進めているのかについて、安
永さんからお話いただけないでしょうか。
安永　技術的には、アヴァンティアは
Amazon Web Servicesのプライベート
クラウドの中でAmazon WorkSpaces

やAmazon EC2を運用していますの
で、AIエージェントについてもAmazon 

Bedrockを活用することで、開発をスムー
ズに行えるのではないかと考えています。
今後、技術的な課題が出てくるとは思
いますが、Amazonの非常に手厚いカ
スタマーサービスに技術的なアドバイス
をもらいながら、三恵ビジネスコンサル
ティング株式会社と協力して進めていこ
うと考えています。
　ただし、AIエージェント開発は技術
的な側面だけでなく、むしろ監査現場
とのコミュニケーションが非常に重要だ

と考えています。
　現在、まずは基本的な科目から着手
していますが、監査現場では実際にど
のような業務フローで監査手続が行わ
れているのかについて、複数の監査チー
ムの主査やメンバーの方にヒアリングさ
せていただいています。そして現場の業
務フローをどのようにAIエージェント側
に実装していくかという落とし込みを試
行錯誤しています。
田中　現場からも意欲的な若手がたく
さん集まり、AIエージェントを新人だと
思って、グロースサポートの精神を持っ
て教え込むということに協力してくれてい
ますので、来年の今頃には実際に現場
でAIエージェントが当たり前のように働
いていますと報告できると信じています。
AIエージェントの開発は、まずは簡単
な勘定科目から進んでいきますが、近
い将来には、会計上の見積りのような
職業的専門家としての判断に関わる領
域にも食い込んでくることが予想されま
す。未来ではどのような監査が行われる
ことになるのか、木村さんから展望をお
聞かせください。
木村　AIエージェントの登場によって、
監査チームの構成が大きく変わるのでは
ないかと思っています。AIエージェントも
高度な思考ができるとは思っていますが、
監査というのは資本市場において保証

を提供しているわけで、解釈に一定の
幅がある中でこの見解を出すという決断
は、やはり人が最終的に責任を取らな
ければいけないと思います。
　一方で、単純に作業者としての監査
チームのメンバーはAIエージェントで良
いわけです。一生懸命エクセル作業を
するのが得意な人は、自己努力が足り
なければ仕事を失ってしまうかもしれま
せん。
　ですから今、会計士業界、特に監査
法人業界は人手不足という話が話題に
なっていますけれども、人手不足と言っ
ているのも今のうちではないかと考えて
います。むしろ、人手余りになるように
生産性を大幅に上げていかなければな
らないですし、またそれができるのでは
ないかと思っています。
　また、AIの活用は生産性の向上だけ
でなく、有効性の向上にも大いに寄与
しますので、AIによって人間がどんどん
進化していくように持っていかなければ
ならないかと思います。
　テクノロジーを活用することで、会計
士自身がより高度な判断力を持つスー
パーヒューマンになり、それによってク
ライアントの皆さまに対してより高い付
加価値を提供する時代になればいいと
思いますし、そのようにしなければなら
ないだろうという思いで、デジタルテクノ

ロジーへの投資に取り組んでいます。

田中　今回AurorA、OasiS、THUMGY 

Data、AIエージェントと監査ツールの話
をしてきましたけれども、DI推進室は引
き続き監査ツールを開発・導入するこ
とによって、監査現場にイノベーション
を起こしていきます。
　監査業務をテクノロジーで代替するこ
とで、会計士人財の限りある時間に余
裕を持たせることができれば、本当に人
間がやらなければならないような業務、
例えばクライアントとのコミュニケーショ
ンや付加価値を生み出す時間に充てる
ことができます。
　あるいは、テクノロジーが人間以上
に情報を収集して分析することで、会
計上の見積りの監査においても、人間
が真に客観的な判断を下せるようになり、
監査の品質そのものも上がるのではな
いでしょうか。
　監査現場のイノベーションはAvantia 

2030における各種目標、特に今年のテー
マでもある「最高品質の監査にプラス
ワンの付加価値を」につながると考えて
います。

AIエージェントの開発

最高品質の監査に
プラスワンの付加価値を
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　当監査法人では、最高品質の監査を提供するには、高いセキュリティレベルを確保し、テクノ
ロジーの進化と組織の成長に合わせた柔軟かつ可変的なITインフラ環境が重要であると考えており、
AWS（Amazon Work Spaces）のクラウドを基盤としたVDI（仮想デスクトップ）によるセキュア
な環境下で自社開発電子監査調書システムAQuAの運用を行っています。
　近年、AI（人工知能）技術も目覚ましい進展を遂げており、ビジネス領域においても変革を
もたらしています。当監査法人でも、監査現場にAIを含むテクノロジーを活用し、会計士が判断
業務に集中しプラスワンの付加価値を提供できるようAIテクノロジー、DX人財育成への投資も
積極的に進めています。　

当監査法人の IT環境

当監査法人が運用するシステムの具体例

IT基盤

1. 電子監査調書システム「AQuA」（アクア）
監査現場において、実施者に対する的確な指示とタイムリーなレビューをスムーズに実施するた
めのインフラとして、独自開発した電子監査調書システム「AQuA」を用いており、監査調書の
電子化を通じて、生産性及び監査品質の向上を図っています。監査業務におけるAQuAの利
用率は100％であり、紙面調書は廃止しています。

2. 監査業務システム「ADAMS」（アダムス）
業務日程調整管理、執務実績時間管理、独立性等チェック、休暇管理、職員やプロジェクト
及び各システムと共用するマスタ管理機能を有している総合的な業務管理システムとして、独自
開発した監査業務システム「ADAMS」を用いています。

3. ワークフローシステム「IBiS」（アイビス）
監査実務に特化した独自開発のワークフローシステム「IBiS」によって、監査の様々な局面で
生じるドキュメントに対する承認行為の電子化を実現し、承認プロセスの可視化及び効率化を
実現しています。

4. AI監査調書ドラフト作成支援システム「AurorA」（オーロラ）
当監査法人のクローズドな環境下に構築したAIを駆使し、監査現場において、仕訳データな
どの会計データをもとに、分析、監査調書の作成をサポートする監査調書ドラフト作成支援シ
ステム「AurorA」を独自開発して運用しています。

5. AI監査補助支援システム「OasiS」（オアシス）
監査現場において、チャット、翻訳、抽出、参照、データ変換など、監査の過程で必要な補
助業務においても、クローズドな環境下のAIを駆使して監査補助業務を支援するシステム「OasiS」
を独自開発して運用しています。

6. データ分析システム「THUMGY Data® for Analytics」（サムジーデータ）
データ分析の実施に子会社開発の「THUMGY Data」を用いることで、大規模データの高速処理に
よる実効的なデータ分析を実現しているほか、定型ロジックの自動化による業務効率の飛躍的な向
上を実現しています。

　当監査法人は、監査法人として取り扱う様々なクライアント情報を適切に保護するという観点
から、情報セキュリティへの取組みを推進しています。
　具体的には、情報セキュリティに関する規程を整備し、これに適合するITインフラを構築する
とともに、情報セキュリティの担保において重要となるメンバーの意識向上のための研修及び定
期的モニタリングを通じて、運用が徹底されていることを確認しています。
　なお、監査調書を作成する環境として、AWSによるVDI環境を整備しており、その環境におい
て電子監査調書システムAQuAを利用することにより、メンバーに貸与したノートパソコンのロー
カル環境にデータを保存することのないようにしている点が大きな特徴です。
　今後も、監査法人として求められる高いレベルでの情報セキュリティを継続的に担保すること
ができるよう取り組んでまいります。

　当監査法人は、中堅中小監査法人向けに電子監査調書システムが利用可能なセキュアなITイ
ンフラサービスを提供することを主たる事業としている、合同会社監査D&Iコンソーシアム（通称：
ADIC）に対して出資を行い、ADICの合弁会社としての運営に参画しています。
　ADICは、デジタル化の遅れが深刻な中小監査法人における監査調書のデジタル化を推進する
ために設立された合弁会社であり、ADICに対して当監査法人が自社開発した電子監査調書プラッ
トフォームAQuAをライセンスすることで、AQuAの他法人への展開を推進しています。
　これにより、当監査法人自らのデジタル化を推進するのみならず、中小監査法人業界全体のデ
ジタル化に寄与することができると考えており、社会的な貢献を果たすという観点からは極めて重
要な取組みであると考えています。

　当監査法人では、セキュアな環境下でメンバーが自らの時間を知識労働に集中し、生産性を
飛躍的に向上させながら監査品質の向上を実現することができるよう、引き続き、必要なAIエー
ジェント開発を含むDX投資を積極的に行う方針です。
　同時に、合弁出資を行っているADICのように、シェアリング・エコノミーの考え方に基づき、
他の中堅監査法人との共同投資を行うことによって、単独では難しい IT投資を実現し、その利
益を複数の監査法人で得ることにより、参画している中堅監査法人のレベル向上を図るという考
えに基づく積極的な投資も継続していきたいと考えています。

ADICへの参画とAQuAの外部提供

IT投資に関する方針

情報セキュリティへの取組み
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奥村　2025年度のアヴァンティアのトピッ
クとして、２月に企業価値向上支援室
を創設いたしました。これまで IPO推進
室という部署にてIPOを目指すクライア
ントの皆さまを支援させていただいてき
ましたが、IPO推進室あらため、企業
価値向上支援室を創設した趣旨はどの
ような点にあるのでしょうか。
梶原　IPO推進室では、IPOを目指す
企業が監査法人を見つけられないという、
いわゆる「監査難民」と呼ばれる状況
にある中で、中堅規模の監査法人であ
るアヴァンティアが受け皿として活動を
広げてきました。この点で、社会課題
に対してアヴァンティアとしての価値を提
供できたと思っています。
　しかし、2022年に政府が「スタート
アップ創出元年」と宣言し、日本で多く
の素晴らしいスタートアップ企業が誕生
する中で、そのような企業も事業の拡
大に難航し、IPOまでなかなか辿り着け
ないことを目の当たりにし、専門家であ
る我 と々しては、IPO監査だけではなく、
スタートアップ企業に対して企業価値を
高める支援を行う必要があると感じまし
た。特にスタートアップ支援においては、
監査法人が会計の枠を超え、ガバナン
スや人的資本、DXなど広範囲にわたり
伴走する必要があります。そしてIPOは
ゴールではなく、上場後も持続的に企
業価値を高めていく必要があります。近
年では、M&Aや海外展開を視野に入
れる企業が増えている中、「スタートアッ
プ支援とIPO監査、その後のバリューアッ
プを包括支援するユニット」として新た
に出発すべく企業価値向上支援室を創
設しました。
奥村　具体的には企業価値向上支援
室ではどのような活動をされているので
しょうか。
梶原　今は我々の活動の認知を広げ、
スタートアップ企業の方 と々のつながり
を構築することに注力しています。具体
的には、地方事務所とも連携をしなが
ら、スタートアップ企業が入居するイン

キュベーション施設に事務所を開設し、
定期的な訪問をする中で、スタートアッ
プ企業のよろず相談窓口として、経営
層の方 と々コミュニケーションを図って
います。
奥村　今までアヴァンティアではあまり
交流がなかったスタートアップ企業の方々
に対してもアプローチを行い、認知を広
められているのですね。
梶原　そうですね、認知を広めつつも、
スタートアップ企業では様々な課題があ
る中で、専門家として企業のあるべき姿
というものを早い段階からお伝えし、業
績の向上だけではなく、管理面やガバ
ナンス、事業計画の策定などにも目を
向けていただけるようにコミュニケーショ
ンを取っています。
奥村　会計監査という点だけではなく、
様々な課題に対応することが必要になり
ますね。
梶原　スタートアップ企業の方 と々のイ
ベントに参加する中で、他の専門家な
どのネットワークも築くことができていま
すので、これらのネットワークを活かし
ながら様々な課題に対応していければと
考えています。

奥村　福岡事務所は2024年１月に開設
し、１年半ほどが経過しました。福岡
事務所では現在、どのような取組みを
進めていますか。

吉田　福岡事務所では、九州の地域
経済、産業が成長していくなか、地方
には少ない「中堅監査法人」としての
役割を果たすことを目指し、開設以来、
九州地域の方々に認知いただき、受け
入れていただけるよう、幅広い活動を行っ
てきました。
　福岡では長年、行政を含めた地域全
体でスタートアップ企業の支援を行って
いますが、このようなスタートアップ企
業の方 と々多く接する中で、これまで我々
がお付き合いをさせていただいてきた上
場企業や、既にIPO準備を始めた企業
だけではなく、IPO準備を始める前段
階の企業への支援こそ、地域経済の発
展に必要であると感じるようになりました。
また、中心街にあるワン・フクオカ・ビ
ルディングにCICというスタートアップ支
援施設が拠点を設けており、福岡事務
所は企業価値向上支援室の九州拠点
という位置付けで、このCICに入居し、
日々、スタートアップ企業とコミュニケー
ションを取らせていただいているところ
です。
　我々、監査法人がどのような形で九
州地域のスタートアップ企業の皆さまへ
価値を提供できるのか、正直に申し上
げてまだまだ模索中の段階ではあります
が、力を入れて取り組んでいる領域です。
奥村　九州地域の方々に受け入れてい
ただくということが大きな課題である中
で、IPO準備をされている企業よりもさ
らに前の段階の企業に対して専門家と
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福岡での取組み

座談会

企業価値向上支援室長
兼大阪事務所長

梶原 大輔
福岡事務所長

吉田 圭佑
札幌事務所

目黒 純一
ジュニア・アカウンタント

鹿子島 美咲
（ファシリテーター 奥村 俊樹）

当監査法人では、2025年２月に IPO推進室をあらため、企業価値向上支援室を創設いたしま

した。また、2023年1月に大阪事務所を開設して以来、2024年に福岡事務所、2025年に札

幌事務所と首都圏以外への拠点拡大を進めています。

今回は、企業価値向上支援室の取組みと地方事務所における現在までの進展について、企業

価値向上支援室長兼大阪事務所長の梶原大輔と福岡事務所長の吉田圭佑、福岡事務所所属

の鹿子島美咲、札幌事務所の目黒純一にて座談会を実施いたしました。

企業価値向上支援室
の創設

企業価値向上のための
支援と地方での取組み
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してアプローチすることが地域貢献につ
ながるということですね。スタートアップ
支援施設ではどのような活動をされてい
ますか。
吉田　CICでは、入居している企業間
でのコミュニケーションを生むために非
常にたくさんの工夫がなされていて、ス
タートアップ企業のみならず、自治体や
事業会社、我々のような専門家がつな
がることでイノベーションが生まれるよう
な環境を醸成しています。我 も々、この
趣旨に賛同し、スタートアップ企業を含
む多くの入居企業の方 と々日 コ々ミュニ
ケーションを取っています。今後は、我々
の専門性を活かして、会計や内部統制、
ガバナンス、ファイナンスなどについて
セミナーや勉強会などを通じて少しでも
価値還元ができればと考えています。
　スタートアップ企業は事業の進展や
組織の成熟度が様々ですので、企業の
方 と々しっかりとコミュニケーションを取っ
てニーズを把握し、その企業のニーズ
に合わせたサービス提供を行っていくこ
とが大切であると考えています。
奥村　鹿子島さんは昨年12月にアヴァ
ンティアに入所し、企業価値向上支援
室や福岡事務所に所属して活躍されて
います。具体的にはどのような活動をさ
れているのでしょうか。
鹿子島　私は昨年、公認会計士試験
に合格しました。入所１年目ですので、
監査という点ではしっかりと研修などの
機会を利用しながら監査現場にて学ん

でいます。その中で、前職の営業職で
の経験なども活かしながら、企業価値
向上支援室や福岡事務所の活動に参
加し、スタートアップ企業の方 と々のコミュ
ニケーションを行っています。
　企業価値向上支援室も福岡事務所
もまだ開設したばかりですので、まずは
認知を広げることを目的として地道にイ
ベントなどに足を運んでコネクションを
広げています。
　また、実際に足を運んでいろいろな
企業の方 と々会う中で、スタートアップ
企業の方々に監査法人として何ができ
るのかというニーズをお伺いしています。
イベントなどで生の声をお伺いすることが、
今後の企業価値向上支援室や福岡事
務所の活動にとって重要であると思って
います。
梶原　鹿子島さんはまだ１年目ですが、
全国各地を飛び回ってもらっています。
企業価値向上支援室として今までにな
いニーズを開拓することが必要ですので、
素晴らしい活躍をしてもらっています。
奥村　監査法人業界では人手が不足し
ていると言われることが多い中で、アヴァ
ンティアでは新人採用や中途採用が順
調で人手をしっかりと確保できています。
このような状況があるからこそ、企業価
値向上支援室や地方事務所のような新
しい活動にも挑戦でき、１年目の人財
も様々な場面で活躍できていると思いま
す。

奥村　大阪事務所は開設後２年が経
過しました。直近の状況はいかがでしょ
うか。
梶原　大阪事務所では、昨年12月に
７人の新人採用を行い、20人を超える
規模となりました。人財をしっかりと確
保できている状況の中で、上場企業や
IPO準備会社に対して品質の高い監査
を提供することができています。福岡事
務所とも連携を行い、中国地方や四国
地方の企業にもサービスを提供できる
ように活動を進めていきます。
奥村　大阪事務所は、中途採用のメン
バーもいるので、中堅層から若手まで
バランスの良い体制になってきましたね。
梶原　そうですね、組織としても体制
が整ってきましたので、大阪を中心とし
てますますの活躍をしていければと思い
ます。今後は、大阪のインキュベーショ
ン施設にも入居することが決まっていま
すので、企業価値向上支援室とも連携
し、スタートアップ企業の方 と々もコミュ
ニケーションを深めていければと思います。

奥村　福岡事務所の活動状況について
は先ほどお伺いしましたが、今後の課
題はありますか。
吉田　福岡事務所では、徐々に地域
の皆さまに受け入れていただいている実
感がありますが、今後も地元に根差し
て活動を行い、地域経済の課題にも貢
献できるように取り組んでいきたいです。
今後、東京証券取引所の市場改革が
進む中で、地方証券取引所やプロマー
ケットなどの存在意義はますます高まっ
ていくと思われますので、我々のような
中規模の監査法人が活躍すべき領域も、
地方においてより広がってくると考えてい
ます。
奥村　Avantia2030に「地方創世の
ニューノーマル確立」を掲げた際に、
地方における中堅監査法人が進出する
ことの必要性を想定していましたが、ま
さにその想定が実現できていますね。
吉田　そうですね。新人採用や中途採
用などで人財も獲得できていますので、
組織としての体制も整備していければと
思います。
奥村　札幌事務所は、2025年２月に

開設しました。これまで東京事務所で
活躍されていた目黒さんが札幌事務所
担当として赴任されています。
目黒　札幌事務所属の目黒です。札
幌事務所は２月に開設し、札幌駅前に
フットワーク軽く活動できる拠点を構え
ることができました。７月より札幌に引っ
越し、常駐しています。中堅監査法人
では常駐スタッフを配置している事務所
が少ない状況ですので、私が常駐する
ことで北海道の企業と密にコミュニケー
ションを取っていければと思っています。
人財面では９月に１名採用しており、今
後は新人採用も進めていきます。
奥村　札幌事務所では、現在、どのよ
うな活動をされていますか。
目黒　開設したばかりですので、まずは
認知を広めるべく、様々な市場関係者
とコンタクトを取っています。札幌地域
でも、福岡と同様に行政を挙げてスター
トアップ企業を支援していますので、今
後は、企業価値向上支援室と連携して
スタートアップ企業とのコミュニケーショ
ンを取っていければと思います。
梶原　目黒さんは北海道出身ではない

ですが、東北出身ですので親和性があ
るのですか。
目黒　そうですね、北海道や東北地方
の経済活動に少しでも貢献できるように、
まずは、アヴァンティアという監査法人
を認識していただけるように活動してい
ければと思います。企業価値向上支援
室や、先行している大阪事務所・福岡
事務所とも連携し、北海道地域を盛り
上げていきたいと思っています。
奥村　最後に、企業価値向上支援室
と地方事務所の今後について教えてく
ださい。
梶原　Avantia2030では「IPO監査のメ
ジャーファームへ」と「地方創世のニュー
ノーマルの確立」を掲げています。企
業価値向上支援室と地方事務所が連
携をしてこの目標を達成するとともに、
日本のスタートアップ企業を盛り上げて
いきたいです。これまでなかなか支援が
得られなかった企業をサポートし、伴走
しながらともに成長できるよう取り組ん
でまいります。
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企業価値向上支援室・地方事務所のメンバー
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　当監査法人は、日本を支えるベンチャー監査法人として、2020年10月から「IPO推進室」を
設置し、IPO監査を通じてIPOを目指す成長企業を全面的に支援してまいりましたが、昨今、生
成AIなどのテクノロジーの進化が社会やビジネスのあり方に急速な変革をもたらす中、監査法人
もより一層のクライアント企業への指導的機能の発揮と柔軟な対応が求められる局面に突入して
きました。
　このような背景から、これまでの IPO監査に加え、クライアント企業への多面的なサポートを
より一層行い、企業の伴走者として長期的な視点で指導的機能を存分に発揮することで、企
業の「未来を創る力」を最大限に引き出すための取組みを推進すべく、IPO推進室をあらため、
2025年２月に企業価値向上支援室を創設いたしました。

　IPOを目指す企業（本則市場、地方証券取引所、TPM※1、FPM※2）などの中には、内部統
制の整備・運用が不十分なベンチャー企業も多く含まれています。そのような企業に対して、適
切に監査を行い財務報告の信憑性を担保していくためには、早い段階からクライアントとの深度
あるコミュニケーションを確立し、実りのある指導を積極的に行っていくことが肝要です。
　また、IPO監査の場合、監査報告書の発行自体は上場承認時に一括して行うこととなりますが、
高いレベルでの監査品質を確保するためには、IPO準備の早い段階からタイムリーな議論が極め
て重要です。具体的には、IPO準備の過程において、N-2期に突入して以降は、監査報告書を
発行する段階にない時期であっても、上場企業監査に準じた形で予備審査を行うことで、早期
の課題発見と解決を可能にし、IPO業務における監査品質の確保を推進しています。

　主要都市のインキュベーション施設に拠点を構え、スタートアップ企業と直接交流することで、
日本全国でサービスを展開するとともに、企業経営に関わる一切の「よろず相談窓口」として、
また頼れる「壁打ち相手」としてスタートアップ企業を総合的にサポートしております。具体的には、
クライアントの課題やビジネスニーズを詳細に理解するためのヒアリングを実施し、あるべき企業
としての在り方（ガバナンス、労務、事業計画の作成方法、税務、M&A、内部統制など）をス
タートアップ企業のコンディションに合わせて、各種専門家を巻き込みながら指導を行っています。

　企業価値向上支援室では、全国規模での IPO及びスタートアップの支援ネットワークを形成す
るために、証券取引所、地方自治体、証券会社、信託銀行、地方銀行、J アドバイザー、監
査法人、税理士法人、IPOコンサルなどとの強固な関係を構築しております。

　企業価値向上支援室ではAvantia2030で掲げ
る地方創生についても前向きに取り組んでいます。
プロ向け市場として設けられているTPMにおいては、
上場する企業の多くが地方企業となっています。ま
た、当監査法人が2024年１月に事務所を開設し
た福岡地域でもプロ向け市場としてFPMが開設さ
れました。
　地方創生の中核を担っていく地元の成長企業を、
地元の公認会計士ともコラボレーションしながら、
TPM市場やFPM市場、地方証券取引所への上場
をご支援することで、企業価値向上支援室として
も地方創生に寄与したいと考えています。

企業価値向上支援室の活動

企業価値向上支援室の創設

企業価値向上支援室と地方創生

企業価値向上支援室
（Corporate Value-Up Support：CVS）

IPO監査と監査品質

ネットワーク構築

スタートアップ支援

上場企業シード・アーリー・ミドル・レイター N-2・N-1・N

クライアントの課題やビジネスニーズを詳
細に理解するためのヒアリングを実施し、
あるべき企業としての在り方（ガバナン
ス、労務、事業計画の作成方法、税務、
M&A、内部統制など）をスタートアップ
企業のコンディションに合わせて、各種
専門家を巻き込みながら指導を行います。

パブリック・カンパニーとしてのあるべき
姿を実現すべく密なコミュニケーション
を通じた指導を行い、価値提供型の監
査を提供することで適正な開示書類の
発行までクライアントを導きます。

監査報告書発行対象となる
N-2期の期首残高を確定さ
せるための課題を抽出し改
善まで導きます。

クライアントのガバナンスの
一角を担う対等なパートナー
として、客観的かつ本質的
な意見を通じて、クライアン
トを健全な成長へ導きます。

上場監査

スタートアップ支援【新設】 IPO監査

IPO検討期

梶原 大輔
パートナー
企業価値向上支援室長
大阪事務所長

※1　TOKYO PRO Market
※2　Fukuoka PRO Market
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　監査法人業界においては、良くも悪くも人財や情報といったリソースが東京に集中しており、
資本市場におけるインフラが偏在しているこの状況は、魅力的な地方都市の可能性を制限する
恐れがあります。今後の日本社会のあり方を考えれば、地方創生が重要なテーマになることは間
違いありませんが、地方の産業育成においては未だ多くの課題が残っています。
　公認会計士という職業においても、地方在住という選択をした場合や、また地方に戻りたい、
移住したいと考えた場合に、就労する監査法人の選択肢が東京と比較して極端に少なくなるとい
う課題があります。この状況は、成長を志向する地方企業にとっても、監査法人の選択肢の少
なさとして影を落とすこととなります。
　当監査法人としては、このような地方が抱える課題に対して「地方の人財と企業にもっと監査
法人の選択肢を」という強い想いと責任感に基づき、地方拠点におけるサービス展開を積極的
に行っています。これは単なる事業の拡大ではなく、地方から日本全体を強くしていくのだという、
当監査法人の揺るぎないビジョンそのものです。　

　我々のような中堅監査法人が、地方創生という大きなテーマに挑むうえでは、大手監査法人
と同じような展開を行うことはできませんし、彼らと同じやり方を取る限り、彼らの「ようなもの」
にしかなれません。そこで生まれたのが、必ずしも十分な資本力を有しない中でも、新しい発想
で地方拠点の展開を行っていくための基本的な考え方、One Avantia構想です。
　地方展開をする以上、その地域の企業に信頼していただくため、小さくとも拠点を設け、その
地域の人財を採用し、そのメンバーたちが地元企業に対してサービスを提供するという枠組みを
基本とします。他方で、監査業務を提供するうえで必須である品質管理やITインフラ、総務事務
といった様々な間接業務は東京本部が全て担うことで、地方拠点は人財育成とクライアントサー
ビスに集中することができる体制を構築しています。また、リモートワークを活用し、拠点ごとの
稼働の最適化を図ることも可能です。
　このOne Avantia構想によって、我々は、スピーディーかつ初期投資を抑えた形で地方拠点の
展開を可能とし、地方における新たな監査法人の選択肢を提供していきます。

　

　当監査法人における最初の地方拠点として、大阪事務所を2023年１月に開設し、大阪事務
所の開設で得た知見を活かしながら、翌年2024年１月、福岡事務所を開設いたしました。その
後も展開のスピードを緩めることなく、さらに翌年の2025年２月、札幌事務所も開設し、次いで
名古屋事務所の開設検討も進めております。
　我々の強みであるOne Avantia構想によって、コストを適切に抑えながら、大阪、福岡及び札
幌における事務所運営が可能となっています。また、リモートワークを活用しながら、事務所開
設に先立って積極的に人財採用を推進してきたこともあり、既に22名の専門メンバーが常駐し、
３社の上場クライアント（2025年９月時点）を含め、積極的に各地域企業へのサービス展開を行っ
ています。
　また、各地方事務所とも、企業価値向上支援室と連携を図りながら、上場会社、IPO準備
会社のみならず、シード、アーリーステージのスタートアップ企業を含め、今後はより早い段階か
らの成長支援ができるよう、力を入れて取り組んでまいります。
　今後も「地方の人財と企業にもっと監査法人の選択肢を」という考え方に基づき、One 

Avantia構想の強みを活かしながら、スピーディーな地方展開を推進し、私たちは、地方創生と
いう大きなテーマに挑み続けます。
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アヴァンティアの問題意識と姿勢

ニューノーマルでの地方展開
～One Avantia構想～

アヴァンティアの地方拠点
～大阪・福岡・札幌における展開～

地方創生

大阪事務所メンバー

福岡事務所メンバー
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木村　アヴァンティアでは、ステークホ
ルダーの皆さまとの意見交換を非常に
重視しています。その一環で、本日はア
ヴァンティアのクライアントでもある株式
会社メンバーズにて常勤監査役・常勤
監査等委員を長年務めてこられました
甘粕さんにお越しいただきました。甘粕
さんはCFE（公認不正検査士）という
資格もお持ちですが、不正という切り口
から、どのように取り組んでいらっしゃ
るかについて教えていただければと思い
ます。
甘粕　メンバーズは人財という資産が
全てとも言える事業を営んでいますので、
どういう人財を採用するかが非常に重
要になってきます。採用を検討する際に
は、当社が掲げているミッション・ビジョ
ン・バリュー（MVV）に共感できる人
かどうかを何よりも重視します。そうで
ない人は、いかに業務関連の知識、ス
キル、経験値が高くても基本的に採用
しません。
　理想論ではありますが、そのような人
財はステークホルダーの立場を尊重し
て誠実に仕事をしますので、「不正のト
ライアングル」における「正当化」をし
にくく、たとえ「機会」を認識してもそ
れを悪用しないといえるでしょう。そうし
た人財ポートフォリオを構築できていれ
ば、重装備の内部統制手続により細か
いチェックを繰り返さずとも、社員１人
１人を信頼して任せることができます。
　ただし、強いプレッシャーに苛まれた
ときなどには、人間誰でも道を誤るリス
クがあるということも踏まえて、３ライン
モデルでいうところの第２線や第３線に
相当する、経理部門や内部監査部門に
おけるチェックやモニタリングは厳しくやっ
ています。創業者で現会長の剣持は
常々、「基本的には任せますが、ちゃん
と見てはいますので、変な気を起こさな
いでくださいね」というスタンスで内部
監査を行うべきとの考えを強調していま
した。その姿勢は、現社長の高野も受
け継いでいます。ですから、私も監査
等委員会として監査を行う際は、このス

タンスを大事にしていましたし、内部監
査部門とも共有していました。
小笠原　規則を窮屈にすればするほど、
１人１人の個性や創意工夫はどんどん
失われてしまいます。だからこそ、そう
した点は十分に尊重したうえで、人間
は時と場合によっては弱いところがある
ので、そこはしっかり組織として守って
あげるという、そういう意識というのは
非常に同感ですね。

木村　一方アヴァンティアの監査にお
けるスタンスとしては、中期ビジョン
Avantia2030で掲げる「最高品質の監
査にプラスワンの付加価値を」というテー
マに向けてメンバー全員で日頃から意
識して取り組んでいます。例えば、監査
役等への報告会では、単に法令や基準
で要求されているものを形式的に伝えて
終わりではなく、監査の中で気づいたこ
とは積極的にお伝えしたり、先回りして
提供できることはお伝えするということを、
どんどんやっていこうと打ち出しています。
　甘粕さんは定期的に監査チームとコ
ミュニケーションを取っていただいたと
思いますけれども、監査における付加
価値の提供についてお感じになったこと
があれば教えていただけますでしょうか。
甘粕　毎年７月に今期の監査計画を丁
寧にご説明いただいて、そのやり取りを
皮切りに、四半期ごとの経営者ディスカッ
ション、監査手続の所見、三様監査、
そして、本決算の際は会社法・金商法
それぞれの監査報告にあたってのミーティ
ングがあります。

　メンバーズの場合は収益認識の期間
配分の妥当性を監査上の主要な検討
事項としていただいていますが、年間を
通じて様 な々監査手続を行っていただき、
利益率等が疑わしい案件が検出された
ときには深掘りを行い、リスクの予兆に
対して敏感に警鐘を鳴らしていただいて
いました。
　また、会計監査人の再任の検討に際
しては、毎年度アヴァンティアさんにお
邪魔して相当長い時間いろいろと質問
させていただきましたが、それに対して
丁寧にお答えいただいていますので、コ
ミュニケーションの機会は十分にいただ
いていると思います。
　私は銀行員として15年間勤務したの
で、企業の財務諸表を見る目をそれな
りに養ってはいましたが、同じ質問や、
ときには初歩的な質問をさせていただく
こともありました。その都度丁寧にお答
えをいただけたことは非常にありがたく、
頼りになる存在だったと思い返していま
す。
　四半期ごとの報告書の中でも、リスク
の予兆や、今後気をつけるべきことをわ
かりやすく列挙していただいていましたので、
監査等委員会で他の委員とも共有をした
うえで、取締役会の議論の題材として大
いに活用させていただきました。
　アヴァンティアの皆さんには監査等委
員よりも頻繁に現場の経理部門とやり
取りをしていただいていますし、IFRS開
示やJ-SOX評価などの外部専門家も巻
き込む形で、密にコミュニケーションを
とっていただいています。現場の担当者
や責任者も感謝していると思います。
小笠原　御社の場合は、グループ戦略

監査役等の監査05
鼎談

監査役等から見た
アヴァンティア

当監査法人は、日々ステークホルダーの皆さまから貴重なご支援をいただき、持続的かつ着実

な成長を遂げております。とりわけ、三様監査を通じて協働する監査役等の皆さまとは、より良

い信頼関係の構築、そして円滑な協力体制を目指して、積極的にコミュニケーションを図るこ

とを大切にしています。

今回は、当監査法人のクライアントである株式会社メンバーズにて長年常勤監査等委員を務め

られた甘粕潔氏をお招きし、法人代表 CEOの小笠原直及びCOOの木村直人とともに、当監

査法人と監査役等の皆さまとのあり方やコミュニケーションの重要性について、鼎談を行いました。
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プラスワンの付加価値株式会社メンバーズ

甘粕 潔
COO

木村 直人
法人代表CEO

小笠原 直

【ご略歴】
公認不正検査士（CFE）。東京外国語大学卒業、米国
デューク大学経営大学院修了。横浜銀行、日本公認不
正検査士協会専務理事などを経て、株式会社メンバー
ズ非常勤監査役に就任。2017年６月から2025年６月
まで同社取締役常勤監査等委員。株式会社インタクト
·コンサルティング代表取締役（現任）

甘粕 潔 氏
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の中で様々な組織再編なども非常に意
欲的に取り組まれており、管理部門も
人事異動が行われていることから、そ
の度に多少盲点が生じやすくなりますが、
甘粕さんはいつもタイムリーに「その辺
りのやり取りは上手くできておりますか」
と絶えず我々の方にご質問いただいてお
りました。我々も遠慮なくいろいろと所
見に記載させていただきましたね。
木村　御社は新しいことをどんどんトラ
イされていて、変化に富んでいますよね。
IFRS導入はもちろんですが、いろいろ
な社内カンパニーを活用して若い人をそ
の社長に就けていることや、株式型の
報酬制度の導入についてもそうですね。
新しい物事が世の中で議論されたとき
に様子見をされる会社もありますが、い
いなと思ったらまず試してみて、効果を
見極めて、やはり少し違ったなとわかれ
ばスピーディーにまた変えていこうという
姿勢は、御社の特徴かなと思っています。
　そういう転換点があれば、当然、会
計の分野でもいろんな論点が出てきます
ので、我 も々御社の戦略を深く理解して、
我々の立場から言えることは言わないと
いけないなといった緊張感もあり、やり
がいを持って、活発にコミュニケーショ
ンさせていただきました。
小笠原　御社とのコミュニケーション、
特に剣持さんとの15年間の関係の中で、
僕の印象深いエピソードを２つお伝えさ
せてください。
　一つ目のエピソードとして、アヴァンティ
アでは監査品質のために年に４回経営
者の方とディスカッションしているのです
が、最初の頃、剣持さんからは「そん
なに開催してどうするんですか」と問い
かけいただいていました。「３ヶ月もあれ
ばいろいろと企業環境が変わりますし、
特に御社の場合はベンチャー企業で人
の出入りもあるので、人財が流出した
場合の戦略に与える影響などをお聞か
せいただきたいです」と話をしましたが、
最初の頃は渋 と々付き合っていただく形
でした。しかし、年数を重ねるにつれて
「もう３ヶ月経つんですね。このタイミン
グを待っていました。この壁打ちの機会
が僕にとってもありがたいです」とまでおっ

しゃっていただき、信頼関係がより強く
なったと感じました。
　もう一つのエピソードは、御社が
M&Aを積極的に進められていた頃、剣
持さんから、「小笠原さん、監査ってそ
んなに難しいですかね」と質問をいただ
いたことがありまして。私もドキッとした
質問でしたが「我々は会社の一員では
ないですが、会社の方と同じ目線に立っ
て、M&Aをした会社自体、それと業種
業界の理解をしたうえで、償却年数は
何年にしたらいいか、のれんを減損しな
ければいけないのかというのを判断しま
す。これは、M&Aをした会社と御社自
身の経営戦略を完全に理解しないとで
きないことです。普段は会社の中に入る
こともできないので、コミュニケーション
を通じて理解を深めないといけないので
大変なんですよ。」とお伝えをして、ご
理解いただきました。やはり監査の役
割や意義について根源的に問いかけて
いただいたという点で、非常に印象深
いですね。

木村　「プラスワンの付加価値」という
テーマについて深掘りするに当たり、最
後に、甘粕さんのようなステークホルダー
の皆さまとの関わりを含めてどのように
取り組んでいきたいか、CEOの立場とし
て小笠原さんからお聞かせください。
小笠原　監査というのは、財務諸表の
開示が正しいという結果の監査報告書
１枚さえ貰えればいいんです、という方
もいますが、私はそうではないだろうと
思います。単にマニュアルに沿って進め
ていくのではなくて、「プラスワンの付加
価値」を追求していくことで、より社会
のためになる仕事になるだろうと思って
います。
　会社の経営課題や、財務諸表を開
示するうえでの管理上の課題や内部統
制上の課題をしっかりと掴み、１年間
の間に全て解決することは難しくても、
マイルストーンで区切ってここまでは絶
対にやっていきましょうと、きっちり提言
をしていきたいと思っています。

　昔からの課題としては決算早期化、
海外子会社を含む連結決算、原価計
算などがあり、最近では不正を予防す
るシステム設計やDXの推進、ゆくゆく
は人的資本についての開示についても、
様々な業種・産業で培った知見を活か
しながら、少しでもお役に立てるように
情報を提供していきたいと考えています。
その際には、ぜひクライアントと共感し
合い、情熱を持って推進していただき、
双方が上手く共振しながら関係を築くこ
とで、「プラスワンの付加価値」につな
がっていくと信じています。
甘粕　先般の株主総会で、私の後任と
して奥村武博さんが取締役常勤監査等
委員に就任しました。奥村さんは公認
会計士ですので、アヴァンティアの皆さ
んとさらに深度ある実質的なやり取りを
させていただけると期待しています。私
自身も顧問という立場で奥村さんを全
面的にバックアップしていきますので、
引き続きご指導を厳しくいただければと
思います。
　また、小笠原さんが最近執筆された
『監査法人の真価』を読ませていただ
きました。アヴァンティアの創業メンバー
である小笠原さんや木村さんたちの創
業の精神は今もつながっていると思いま
す。その高い志が今の若手メンバーにも
どんどんと引き継がれていって、より力
強い監査法人になっていただければと
思います。
小笠原　ありがたいお言葉をありがとう
ございます。肝に銘じて、油断すること
なくしっかり着実に取り組んでまいります。

将来への期待
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　当監査法人では、毎年７月に顧客満
足度調査（CS）と従業員満足度調査
（ES）を同時に実施しています。従業員
満足度の向上が高い品質のサービスに
つながり、結果として顧客満足度を高め
るとともに、高い顧客満足度がメンバー
にとってのさらなるモチベーションとなっ
ていくという好循環を意図して、両者の
満足度を総合的に把握分析しているもの
です。
　調査結果は外部の第三者であるコンサ
ルタントによる分析を経て、当監査法人
の組織診断を客観的に行うための重要
資料として活用するとともに、研修により
全メンバーにフィードバックしています。
　また、監査品質の向上が満足度の向
上にも直結するという認識のもと、各調
査の相関性を有機的に検証しながら、
識別された課題を改善するためのアクショ
ン・プランを立案し、持続的な監査品
質の向上、満足度の向上に向けた取組
みに活用しています。
　2025年７月に実施した調査結果の概
要は次のとおりです。なお、調査結果
は当監査法人のウェブサイト（https://

www.avantia.or.jp/information/4063）
においても開示しています。

満足度調査結果の監査品質への還元

CS【顧客満足度】の現状評価

ES【従業員満足度】の現状評価

監査業務の品質

7.53

7.36
監査担当者の

会計士としての品質

  7.76
監査担当者の
ビジネスパーソン
としての品質

7.03
監査法人
の品質

10.010.0

8.08.0

6.06.0

4.04.0

2.02.0

働くうえでの基本事項

6.52

6.04
目標と評価、

育成に関する制度と適用

5.88 業務遂行に
必要な環境6.7組織と

メンバーの関係

7.16 組織としての
居心地6.1仕事のやりがいと

自己実現

10.010.0

8.08.0

6.06.0

4.04.0

2.02.0

※HICE（Happy Index of Customer and Employee）  顧客満足度（CS）と従業員満足度（ES）を組み合わせた経営管理指標

どの競合企業にも負けない
極めて高い競争力がある水準

競合他社よりも高い
競争力を有している水準

業界平均よりも
競争力が相当低い水準

業界平均並みの競争力水準

業界平均よりも競争力が劣る水準

100

80

65
55

40

HICE※ SCORE

69
CS
総合点

37
ES
総合点

32
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　ガバナンスの最も重要な基盤として、パートナー全員の合議による「社員総会」を最高意思
決定機関として位置づけ、パートナーの加入及び脱退、定款の変更、代表社員の選任、決算
の承認といった法人の基本事項に係る意思決定を行っています。

　経営会議で選任された「法人代表CEO」が経営を統括し、法人代表CEOにより選任された
「COO」が経営方針に基づいて業務全般を統括しています。

　監査品質に関する最終責任を負う法人代表CEOのもとで、COOが中心となり、品質管理部及
び事業推進部の中核メンバーにより、監査品質向上のための様々な議論を行う組織横断的な会
議体として「品質管理協議会」を設置しています。

　品質管理に関する責任部署である「品質管理部」は、監査品質に関するインフラ（規程、マニュ
アル、監査ツール等）構築を推進するとともに、監査業務に関する審査の管理とモニタリング（日
常的監視及び定期的な検証）を実施し、高いレベルでの監査品質の確保を行います。

　業務遂行を担う「事業推進部」は、現場レベルでの監査品質の向上を図るため、リソース・
マネジメントによる人財の最適配置や組織横断的なプロジェクト・マネジメント支援を積極的に
進めています。

　法人運営における経営管理及び本部機能を担う「コーポレート管理部」は、総務、人事労務、
経理、法務・コンプライアンス、情報システムの各間接機能を通じて組織を横断的に支援しています。

社員総会

法人代表CEO、COO

品質管理協議会

品質管理部

事業推進部

06 組織の健全性を担保するガバナンス ガバナンス

　最高品質の監査にプラスワンの付加価値を提供するためには、組織としての健全性が不可欠です。 当監査法人では、
監査法人としての組織的健全性を担保し、監査品質向上の実現に必要となるガバナンス体制を構築しております。

ガバナンス

組織図

社員総会

福岡事務所大阪事務所 札幌事務所

事業推進部 コーポレート管理部品質管理部

経営・監査品質
監視委員

報酬委員会

社員連絡会

内部監査室

人財開発室

企業価値向上支援室

COO直轄特命担当
・HRBP担当
・サステナビリティ開示・保証担当
・グローバル推進担当

法人代表CEO

経営会議

デジタルイノベーション推進室COO品質管理協議会

コーポレート管理部
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　法人経営に関する日常的意思決定機関として、法人代表CEO、COO、品質管理部長、事
業推進部長、コーポレート管理部長により構成される「経営会議」を月例で開催していま
す。経営会議は、下記メンバーで構成されています。
・ 小笠原 直（法人代表CEO）
・ 木村 直人（COO）
・ 西垣 芽衣（品質管理部長）
・ 藤田 憲三（事業推進部長）
・ 松本 伸一（コーポレート管理部長）

　経営会議における決議事項及び経営状況について全パートナーへ情報共有を行うため、
社員連絡会を設置しています。

　外部の目による経営監視を行う趣旨から、パートナー以外の第三者による監督機関とし
て「経営・監査品質監視委員」を設置し、ガバナンスに通じた第三者が就任（任期：４年）
しています。

　当監査法人の品質管理部門から独立した立場より、監査事務所における監査品質のマネ
ジメント体制の整備・運用に対する監視及び業務監査を中心とした内部監査を担う部署と
して、内部監査室を設置しています。

　

　当監査法人は、2024年７月１日より新しい品質管理基準である、改訂版「監査事務所におけ
る品質管理」（品質管理基準報告書第１号）（いわゆるISQM 1 ）を適用しています。
　従来、監査事務所における監査品質の整備・運
用は、主として品質管理部が担ってきていましたが、
ISQM 1 の適用に伴い、その品質管理部から独立し
た立場による内部監査が求められる状況となり、当
監査法人は、2025年４月１日付で内部監査室を設
置しました。
　ISQM 1 においては、リスク・アプローチの考え方
が導入され、監査事務所は、経済社会の変化や監
査事務所の特性に応じて主体的にリスク管理を行い、
高いレベルでの監査品質を実現することが求められて
います。
　内部監査室は、上記の品質管理システムの整備・
運用状況を独立した立場から評価する部門として、
より高度なガバナンスの向上に貢献してまいります。

内部監査室長 入澤 雄太からのメッセージ

　

　監査法人がその公益的な役割を果たし、社会の期待に応えるためには、経営陣のリーダーシッ
プによる組織的な監査品質管理体制の整備・運用が不可欠です。
　監査法人アヴァンティアにおいては、法人の基本理念に沿って、地方創生も含むオーガニック
な成長に伴い、組織的品質管理体制を年々拡充・強化しています。
　監査品質の要となる人財育成についても、その多様性を尊重し、個々の専門家としての能力
に磨きをかけるための積極的な取組みが継続されていると評価しています。
　監査品質のさらなる向上のために、経営・監査品質監視委員として、組織的品質管理体制
の整備・運用状況、人財育成・評価の取組み、リモートワークや電子監査調書システム、デー
タ・生成AI等の活用による監査の効率化について、引き続き注視してまいります。
　企業法務の知見や上場企業・各種法人の役員経験を活かして、外部からの目線で、経営及
び監査品質に対する適切な監視を行い、透明性の高いガバナンスの向上に寄与できれば幸いです。

経営会議

社員連絡会

経営・監査品質監視委員

内部監査室
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経営・監査品質監視委員 鈴木 洋子 氏からのメッセージ

【略歴】
弁護士。一橋大学法学部卒業。株式会社イトーヨーカ堂社外監査
役、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外監査役、独立行
政法人経済産業研究所監事、株式会社ブリヂストン社外取締役監
査委員（現任）、株式会社丸井グループ社外監査役（現任）等を歴任。

経営・監査品質監視委員
弁護士

鈴木 洋子 氏

入澤 雄太
パートナー
内部監査室長

（左から）木村 直人/藤田 憲三/小笠原 直/松本 伸一/西垣 芽衣
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西垣　まずは、ここ数年の品質管理の
取組みについて振り返りたいと思います。
藤田さん、現場サイドから見て品質管
理部の取組みをどのように評価していま
すか。
藤田　品質管理体制は大きく進化しま
した。2018年の金融庁による行政処
分以降、特に法人が課題としていたマ
ニュアルや各種規程、調書フォーマット
の整備が進んだことで、監査手続に求
められる水準が明確になったと思いま
す。チーム間での品質のバラつきが減り、
経験の浅いメンバーでも迷わず監査業
務に取り組めるようになったことは大き
な成果です。また、品質管理部のメン
バーも増加し、ツール面の整理だけで
なく、進行中の監査業務に対して品質
管理部が適時にモニタリングを行う「運
用モニタリング」が充実したことで、現
場とは違った目線でもチェックが入り、
より深い検討ができるようになったと思
います。
西垣　「現場と伴走する品質管理」を
モットーに活動しているので、そのよう
に言ってもらえてよかったです。「運用モ
ニタリング」では、監査計画段階から
期末審査に至るまで適切なタイミング
で上場クライアントのプロジェクトを横
断的にモニタリングしています。発見さ
れた不備は適時に現場に指摘し改善を
図るとともに、認識した課題については、
品質管理部内で検討し、重要な論点に
ついては品質管理協議会や事業推進部
との会議で共有を図っています。おかげ
さまでクライアント数も増えていますが、
品質管理部メンバーの拡充などを通じ
て、クオリティを落とさないように意識
しています。
　藤沢さんは大手監査法人出身ですが、
アヴァンティアの品質管理についてどの
ように感じられていますか。
藤沢　非常に現場に寄り添った品質管
理をしている印象です。特に、現場と
品質管理部の距離が近く、何か会計論
点が生じたときにタイムリーに相談でき
る環境があるのが強みですね。審査も

決算発表直前だけでなく、現場と審査
担当社員が定期的にコミュニケーション
を取るなど、柔軟で、意思決定のスピー
ド感があります。現場でクライアントと
合意していた会計処理について、審査
を行った結果、覆ってしまうケースも少
ないと感じます。これが実現できるのも
アヴァンティアの強みである「適正規模」
であるからこそだと思います。
藤田　そうですよね。アヴァンティアでは、
四半期報告書制度が廃止され、大半
の会社で第１四半期と第３四半期でレ
ビュー報告書の発行がなくなった今でも、
四半期ごとの監査チームと審査担当社員
とのコミュニケーションは必ず実施して
います。「適正規模」の話でいうと、ア
ヴァンティアではメンバー間の距離が近く、
個々人の特性が把握しやすいことから適
材適所の人財配置ができていて、それ
が品質管理にも活かされていますよね。
西垣　はい、例えば、事業推進部では
品質企画・品質改善推進チームやプラ
スワンの付加価値を実現していくプラス
ワンプロジェクトチームにも様々な年次、
経験を持つメンバーを入れていますし、
品質管理部では、特定の若手メンバー
を「グロースメンバー」として現場と品
質管理部を兼務する仕組みがあります。
法人の規模が大きすぎると各部門の都
合が優先されがちですが、アヴァンティ
アでは個人の力を引き出し、品質の確
保だけでなく現場の成長にもつながって
いると思います。

柏原　私は2021年の秋から２年間まさ
にその「グロースメンバー」として品質
管理部を兼務していて、今年から品質
管理部専任となりました。基準を読み
込んだり現場での運用方法を考えなが
ら調書フォーマットやマニュアル・ガイ
ドラインの作成に携わることができたこ
とは、大変貴重な経験となりました。「グ
ロースメンバー」制度やメリハリをつけ
た「運用モニタリング」のように品質管
理部と現場の距離を近づけ、当事者意
識や相互理解を高める仕組みが豊富に
あることが、アヴァンティアの品質管理
の強みですね。

柏原　その一方で、現状の品質管理
体制に何か課題と感じていることはあり
ますか。
藤田　マニュアル、調書フォーマットの
整備は一定の成果を上げている一方で
形式的なチェックや作業も増え、現場
としては本質的な議論や判断にかける
時間が取りにくくなっていると感じる場
面もあります。昨今のAIを中心とした
テクノロジーの活用可能性が高まる中、
人財育成の観点からはAIに代替される
作業的な業務ではなく、AIを活用して
最終的に判断し、決断することのでき
る人財を育成することが急務ですので、
監査現場においてメンバーに要請する

品質管理の現在地07 座談会

最高品質の監査を
実現するための品質管理

当監査法人では、最高品質の監査に加え、「プラスワンの付加価値」を提供することを重視し

ています。今回は、品質管理部から部長の西垣芽衣、マネージャーの柏原洋之、事業推進部

から部長の藤田憲三、パートナーの藤沢秀比古を交え、これまでの品質管理と今後の価値提

供について座談会を行いました。
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「断捨離プロジェクト」で、
真の付加価値を

品質管理部長

西垣 芽衣

品質管理部
マネージャー

柏原 洋之

事業推進部
パートナー

藤沢 秀比古
事業推進部長

藤田 憲三
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藤沢　「断捨離プロジェクト」は、業界
全体の課題である公認会計士が監査業
務から離れてしまう「監査離れ」対策
にも効果的であると思っています。アヴァ
ンティアは比較的本質的な議論や実質
的な検討ができている方ではあると思い
ますが、全体を俯瞰しないままに累積
的にやることを増やしていくと監査の魅
力はどんどん失われ、メンバーは疲弊
してしまいます。「断捨離プロジェクト」
を通じて本質的に考える時間を増やす
ことができれば、結果としてやりがいの
ある監査につながり、監査が面白くなっ
てくると思います。例えば、アヴァンティ
アでは創業以来、監査を通じて発見し
た事項やそれに対する改善提案などを、
監査役や経営者向けに提出している監
査所見の作成に特に力を入れています。
本質的に考える時間を増やすことがで
きれば、監査所見の品質向上につなが
り、これによりクライアントに対して新た
な気づきや付加価値の提供に資するも
のと考えています。 
柏原　監査所見でいうと、私も品質管
理部専任になる前は、主査を担当して
いるクライアントの監査所見のドラフト
を作成し、パートナーにレビューしても
らいブラッシュアップするプロセスをたく
さん経験させてもらいました。特に藤田
さんからは、本質的な指摘を多く受けた
記憶があります。当時は監査所見の作
成にとても苦労する場面が多々ありまし
たが、論点を整理して問題の本質を考

える力が格段についたと感じたのは監査
所見の作成に他なりません。監査調書
の作成も重要な仕事の一つではあります
が、断捨離を進めることで、監査所見
の作成やクライアントとのコミュニケーショ
ンにより多くの時間を割くことができるよ
うになるのはメンバー個人の成長にとっ
ても大きなプラスになると思います。

柏原　最後に、「プラスワンの付加価値」
の実現に向けた品質管理の展望につい
て伺えればと思います。
藤沢　現場サイドとして、これまで以上
に財務や内部統制、経営全体に対する
改善提案を行いプラスワンの付加価値

の実績を作っていくことが目標ですが、
その大前提として最高品質の監査を確
実に実行していく必要があります。今ま
で同様、品質管理部と密接に連携しな
がらクライアントに対してスピード感のあ
る対応をしていきたいと思います。
藤田　監査で得た知見を形式的な報
告に留めるのではなく、現場としてどこ
までクライアントの気づきにつなげられ
るかが重要です。会計士は、会計・監
査だけでなく、会社法、税務、内部統
制、ITなど、幅広い知識とスキルを持ち、
また、定性的な情報だけでなく、定量
的にも企業を評価することが可能です。
そのため、現場での詳細なヒアリング
に基づく徹底した事実認識と、会計数
値による定量的な裏付けを踏まえ、監
査人であるからこそ気づくことのできる
クライアントの課題や改善につながる情
報を提供していきたいです。そのために
も、品質管理部との連携を強めて「断
捨離プロジェクト」を成功させるとともに、
プラスワンの付加価値事例を増やしてい
きたいと思います。
西垣　品質管理部も、支援部門として
の立ち位置を忘れず、現場と協力して
進めていきたいですね。最終的に「意
味のある監査」と思っていただけるように、
制度面・仕組み面のバックアップを続
けていきます。形式にこだわらず、あら
ゆるステークホルダーにとって価値ある
監査を追求するという姿勢をこれからも
大事にしていきたいです。

業務の内容もこれと連動したものにする
必要があります。
西垣　形式的な作業が増え、監査調
書を作ることが目的化していることは私
たち品質管理部側としても「運用モニタ
リング」などを通じて課題として認識し
ているところで、整備しすぎて負荷が高
まり、重要なことに時間が割けていない
と感じる場面もあります。形式的な証跡
を残すことに注力しすぎると、プラスワ
ンの付加価値を提供する余力が失われ
てしまう恐れがあります。
柏原　そこで始まったのが「断捨離プ
ロジェクト」ですね。
藤沢　はい、１人１人の会計士が自分
で考え抜くためのマニュアルや調書フォー
マットを常に追求するという観点から、
品質管理部と事業推進部が合同でマ
ニュアルやフォーマットについて総点検
を行い、不要なものは廃止する「断捨
離プロジェクト」を今年の３月に立ち上
げました。議論を進める中で、不要な
ものを廃止するだけでなく、何をどこま
でやるかをより明確化することや、好事
例の共有といった取組みも進めています。

プロジェクトにはパートナーだけでなく、
現場で一番中心となって動いている主
査もメンバーに加わっています。
西垣　まだプロジェクトは進行中の段
階ですが、品質管理部の立場としても
コンプライアンス上の要求事項を満たし
ているかどうか、捨ててはいけないもの
まで断捨離してしまわないよう細心の注
意を払いつつ、本質的な意味での品質
を追求することができるように、必要の

ない手続には積極的に断捨離の提案も
行っています。
藤田　現場としては、業務を減らすチャ
ンスですので、積極的に取り組んでいま
すが、品質管理部からも多くの提案を
いただいています。「断捨離プロジェクト」
を通じて生産性が上がれば、それによっ
て生まれた時間的・精神的な余白を活
かして、「プラスワンの付加価値」につ
なげていきたいです。
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　組織的品質管理体制の構築には下記の３段階があり、これらが有機的に機能することで高い
レベルの監査品質を確保しています。　

　品質管理部及び事業推進部の品質企画チームが中心となって、当監査法人独自の監査手法
を開発しています。
　開発にあたっては、機械的なチェックリストに陥ることなく、実施者自らの思考を促すような独
自のマニュアル、様式等を用いることで、形式主義とならないよう配慮しています。

　監査現場の最前線で活躍するメンバーが、監査現場での自身の経験や監査チームでのベスト
プラクティスを持ち寄り、各監査現場で生じている課題や品質管理部によるモニタリングにおけ
る課題を踏まえて、より効果的かつ効率的な監査業務の実現に資する仕組みの浸透を継続実施
しています。

組織的品質管理体制
　高い監査品質を実現するには、監査業務のモニタリングが欠かせません。モニタリングは審査
担当社員による審査、品質管理部による運用モニタリング、定期的な検証によって構成されます。

　監査チーム外の第三者的立場から厳しいチェックを行います。当監査法人では、期中を
通じて監査チームと審査担当社員がコミュニケーションをとり、重要課題の早期解決を図っ
ている点が特徴です。
　なお、監査リスク等を勘案して、一定の事項に該当する場合には、合議制による審査会
において審査を実施することで、実効的なリスクマネジメントとなるよう配慮しています。

　進行中の監査業務に対してモニタリングを実施し、フィードバックを行うことで、監査チー
ムに不備を適時に是正させ、監査品質の向上を図っています。
　運用モニタリングの過程で発見された不備については、品質管理協議会に報告され、組
織的改善への活用がなされています。

　監査報告書の発行が完了した業務について、業務執行社員ごとに少なくとも３年に１回は
対象となるよう検証対象業務を選定し、監査調書の閲覧及び監査チームへの質問を通じて、
品質管理ルールの遵守状況の検証及びフィードバックを行い、監査品質の向上を図ってい
ます。
　直近の実施状況は以下のとおりです。

　進行中の監査業務に対する運用モニタリングを徹底している結果、定期的な検証におけ
る直近年度の指摘事項は１業務当たり平均0.6個であり、また、監査意見に重要な影響を
及ぼす事項は発生していません。
　これらのモニタリング実施結果については、人事評価にも反映させ、品質管理ルールの
遵守徹底に対する監査実施者のインセンティブ強化を図っています。

監査の品質管理に関する法人内インフラの構築

監査現場における品質管理ルールの実装と運用

監査業務のモニタリング

1

2

3

1  法人内インフラの構築、 3  モニタリングを主に品質管理部が、
2  監査現場への実装と運用を事業推進部が担っています。

1  インフラの構築 2  実装・運用 3  モニタリング

1  監査の品質管理に関する法人内インフラの構築

2  監査現場における品質管理ルールの実装と運用

3  監査業務のモニタリング　

2023年 2024年 2025年

対象となった業務数 ５件 ５件 ５件

パートナーのカバー率（期間3年） 100% 100% 100%

②品質管理部による運用モニタリング

③定期的な検証

①審査担当社員による審査

42 43TRANSPARENCY REPORT 2025



07
監
査
品
質
を
支
え
る
組
織
基
盤

組
織
的
品
質
管
理
体
制

　当監査法人は、監査基準をはじめ、関係法令及び日本公認会計士協会が定める倫理規則等
の諸規則を遵守するよう規程を定め、日常的に職業倫理及び独立性の重要性を全てのメンバー
に伝達するとともに、研修を実施することにより、その遵守について周知徹底を図っています。
　また、監査実施の前提条件である独立性の保持については、品質管理部が厳格に管理してお
り、全メンバーに対して年に１回（７月）、独立性の確認を一斉に実施しています。　

　監査業務の長期間の関与による馴れ合いを防止する趣旨から、ローテーション・ルールを設
けています。
　大会社等の監査業務については、業務執行役員、チームメンバー及び審査担当社員のローテー
ションを右表の期間に従い実施しています。

　

　

　新規の監査業務を受嘱するにあたっては、独立性に問題がないことを前提として、経営者の
誠実性、ビジネスモデル、ガバナンス、コンプライアンス、決算内容等を十分に確認し、監査リ
スクの評価を適切かつ厳格に行ったうえで、当監査法人の受入能力及び監査報酬等を含め、総
合的に検討して、受嘱の可否を判断しています。
　大会社等の監査業務の受嘱に関しては、予備調査の早期段階から品質管理部が関与し独立
的リスク評価を行うとともに、経営・監査品質監視委員からの意見聴取も行ったうえで、経営会
議の承認を経ています。
　また、監査契約の更新に際しても、リスク評価の更新を行い、契約継続の可否判断を行うこ
ととしています。

　当監査法人では、様々な研修プログラムを開催していますが、メンバーが監査業務に従事する
前提として、日本公認会計士協会が定める継続的専門能力開発（CPD）制度に基づき履修義
務達成要件を充足していることについて、品質管理部が毎年確認しています。
　CPD単位は３年間で120単位の取得が義務付けられているため、１年間で40単位以上の取得
が可能となるよう研修プログラムを設定しています。　

　当監査法人では、監査の実効性を高める狙いから、経営者等及び監査役等とのコミュニケー
ションを積極的に行うことを基本方針としており、上場企業監査においては、四半期ごとに経営トッ
プとの経営者ディスカッションを実施するとともに、監査役等への報告会も実施しています。
　これらを通じて、タイムリーに重要論点についての双方向での円滑なコミュニケーション及び深
いディスカッションの機会を確保しています。
　また、監査品質向上のための取組みとして、日本公認会計士協会のホームページ上の「上場
会社の監査を担う中小監査事務所のトップメッセージサイト」及び当監査法人のホームページに
おいて説明動画及び本報告書の公開を行い、市場等関係者への情報開示とお問い合わせ等の
対応によるコミュニケーションを図っております。

　当監査法人に対する、直近における日本公認会計士協会の品質管理レビューは2024年度に
実施され、2025年３月に「重要な不備事項の無い実施結果」が表明された品質管理レビュー
報告書を受領しております。
　一方、公認会計士・監査審査会の検査の結果をうけて、2018年９月に金融庁による業務改
善命令を受けております。このため、当監査法人は、業務改善計画に基づいて改善を推進し、
2019年２月までに全ての業務改善を履行しております。
　外部レビュー等において指摘された事項については、原因の分析、その原因に応じてガバナン
ス及び品質管理ルールの再強化、監査実施者への周知徹底を行うとともに、運用状況及び改
善状況について、品質管理部の運用モニタリングにより確認を徹底しております。

職業倫理と独立性 継続的専門能力開発制度への対応

積極的なコミュニケーション

外部レビュー等への対応

ローテーション制度

新規受嘱・契約継続におけるリスク管理

2024年 2025年

独立性確認書提出率 100% 100%

違反件数 0件 0件

2023年度 2024年度

１人当たり平均 54単位 51単位

役割 最長関与期間 インターバル期間

筆頭業務執行社員 7年 5年

その他の業務執行社員 7年 2年

審査担当社員 7年 3年

監査補助者＊ 12年 2年

＊重要な判断に関わっていない者を除く
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　当監査法人では、法令違反行為（不正・粉飾、公認会計士の独立性、インサイダー取引等）
に関する情報を、内外から広く収集し、品質向上及びコンプライアンス徹底を図るため、通報
窓口「監査ホットライン」を設置しウェブサイト上に開示しています。
　通報があった場合、即座に法人代表CEO及びCOO並びに経営・監査品質監視委員への情
報共有がなされ、通報者が不利益を被らないよう配慮することも含め、その後の対応について、
公正、公平かつ誠実に検討することとしています。

　専門性が高く、判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項等について、必要に応じ
て監査法人内部の品質管理関係者のみではなく、外部の知識・経験のある専門家への問い合
わせを行います。当監査法人では、会計監査の専門家である布施氏や法律の専門家の弁護士等、
会計・監査・法律に深い見識を持つ複数の専門家への問合せ体制を確保しています。　　

　2020年12月、監査事務所の品質管理の強化等を目的として、ISQM 1 （国際品質マネジメント
基準第１号）が公表されました。これを受けて日本国内でも、2021年11月に「監査に関する品
質管理基準」が改訂され、2022年６月に「監査事務所における品質管理」（品質管理基準報
告書第１号）が改正されています。
　当監査法人では、2024年７月１日より改訂品質管理基準等を適用しており、一層の品質向上
に取り組んでいます。

専門的な見解の問合せ

通報制度

ISQM 1 及び改訂品質管理基準等への対応

ISQM 1と向き合って

当監査法人では、2023年８月に策定した「『監査に関する品質管理基準』品質管理基準報

告書第１号『監査事務所における品質管理』に対する当法人の基本方針の改訂」を2025年

３月に実施しました。

今回は、基本方針の改訂に関与した主要メンバー（COO木村直人、ジュニア・マネージャー

今井康人、ジュニア・マネージャー中野正太、ジュニア・マネージャー今西誠）による座談会

を実施しました。

ジュニア・マネージャー

今井 康人
ジュニア・マネージャー

中野 正太
COO

木村 直人
ジュニア・マネージャー

今西 誠
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座談会

【略歴】
公認会計士。合同会社会計・監査リサーチセンター代表。
大手監査法人において約30年経験を積む。上場企業や IPO監査、
2003年ASBJ出向により会計基準開発、不正リスク対応基準開発に
関与、監査法人帰任後は上場企業の監査、品質管理本部を兼務、協
会活動に参画。
現在、主として、準大手・中小監査法人の会計及び監査に関する顧問
などを行っている。

顧問

布施 伸章 氏
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一方で、地方にも特色があると思います
が、大阪事務所から参画したメンバーと
して、今西さんは今回の取組みを通じて
どのようなことを感じましたか。
今西　大阪事務所自体まだまだ規模が
小さく、一から作り上げていかなければ
ならない事務所です。基本方針には、
地方事務所の役割と責任の項目があり
ますが、例えば東京のインフラを利用し
ているからそれで良いというわけではなく、
大阪事務所としても基本方針をしっかり
意識したうえで、役割を果たしていく必
要があると感じています。
木村　こうした議論の結果を持ち帰って、
大阪事務所のメンバーにフィードバック
できるような機会にもつながっていくとよ
いですね。

木村　今回の改訂で新たな視点として
追加した項目があれば教えていただけま
すか。
中野　アヴァンティアではここ１年の間
にAIを活用した新たな監査ツールを導入
しました。監査業務の効率化につなが
る一方で、業務に適用するときにどうい
うリスクがあり、どう対応すべきかを新た
な視点として追加しました。
木村　そうでしたね。テクノロジーは今
後も大事なテーマになると思います。次
に、Avantia2030で掲げている「最高品
質の監査にプラスワンの付加価値を」と
いうキーワードを監査品質という切り口
で考えたときに、意識をしていることがあ

れば教えていただけますか。
今井　監査品質を突き詰めて考えると、
結局は会計士の能力に大きく依存すると
考えています。基本方針でも人的資源に
関して、リスクを識別していますが、法
人運営の視点からは人財育成が監査品
質を高めるうえで一番コアになると考えて
いますし、日々の業務でも後輩の育成に
は力を入れています。
木村　なるほど。人財投資にはこれから
も力を入れていくべきですね。では、品
質管理における説明責任を果たすためは
ドキュメント化の話が必ず付いて回る訳
ですが、この切り口からはいかがですか。
今西　「プラスワンの付加価値」を提供
するためには、大前提としてクライアン
トから信頼される、つまり「最高品質の
監査」を提供する必要があると思います。
そのためにも基準改正をキャッチアップし、
それを調書フォーマットに落とし込むこと
で役割を果たしています。ドキュメントが
増大しすぎることは、逆に考える機会を
喪失してしまい良くないので、バランスを
見ながら調書フォーマットを検討するよ
うにしています。
木村　膨大なチェックリストは、一見す
ると品質が担保されているように見えま
すが、考える時間がなくなるため本当に
品質が上がるのか疑問がありますよね。

木村　品質管理部のメンバーとして１年
近く関与してもらっていますが、実際に
携わってみて、どのような学びがありまし

たか。
今井　法人全体を俯瞰して見る機会を
得られたと思っています。法人が今どう
いう状況に置かれているとか、法人の弱
みが客観的に見れたのかなと思っていま
す。また、人的資源というリスク一つをとっ
ても、人財が定着しないリスクや、アサ
インが上手くいかないといった様 な々リス
クがあるのだと感じました。
今西　改訂作業に若手メンバーが入る
ということ自体が珍しい取組みではない
かと思いますし、現場目線を入れること
によって、まさに血の通った基本方針と
なり、最高品質の監査を実現できるよう
になるのではないかと感じています。
中野　昨今、要求事項が増えてドキュメ
ントが増大しています。当然ルールは守
らなくてはいけないですが、そこだけを
意識してしまうと形式的な判断に陥って、
実質的な検討ができなくなることは懸念
すべきことだと感じています。そう考える
と、監査現場の声を法人ルールに打ち
込んでいくことが実質化につながると強く
意識するようになりました。
木村　そうですね。アヴァンティアとしま
しては、現場目線から出てきたアイデア
を実際に施策として展開して有機的な動
きを作り出すことによって、法人経営に
も活かし監査品質を向上させていければ
と思います。本日は皆さん、ありがとうご
ざいました。

木村　アヴァンティアがISQM 1 を適用し
てから１年が経ちました。経営上の重要
テーマである品質管理に、有望な若手
メンバーが関わる機会を創出する観点か
ら、３名のメンバーを選抜し、基本方針
の改訂作業に参画してもらいましたので、
本日はお話を伺えればと思います。

木村　本適用に先立って実施したテスト
運用の中から出てきた新たな課題も踏ま

えて改訂を検討しましたね。具体的にど
のようなことが議論になりましたか。
中野　アヴァンティアの置かれている経
営環境として、ここ数年は大手監査法
人からの監査人交代が増加するという市
場環境の変化がありましたし、AIやテク
ノロジーの活用など社会全体のDX化も
進んでいます。こうした変化を捉えながら
どこにリスクがあるのか検討を進めました。
木村　ありがとうございます。この議論
を通じて、アヴァンティアとしてもっと強
化すべきと感じたことがあれば教えていた
だけますか。

今井　アヴァンティアの大きな特徴はク
ライアントへの価値提供を強く意識した
監査を実現するところだと思います。い
かに外部環境が変化しても、この根幹の
マインドはブレてはいけないと考えていま
すし、経営理念としてもっと強く体現す
べきところだと感じています。
木村　確かにそうですね。では、ここで
少し視点を変えてみましょう。アヴァンティ
アは東京以外にも、大阪や福岡、札幌
に地方事務所を展開していますが、あ
くまでOne Avantiaとして一貫した品質
を担保できるシステムを整備しています。

改訂に当たって
意識したこと

監査品質と
プラスワンの付加価値

改訂作業を通じて
得られた視点

07
監
査
品
質
を
支
え
る
組
織
基
盤

座
談
会

C
O
O  

木
村 

直
人

ジ
ュ
ニ
ア・マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー  

今
井 

康
人

ジ
ュ
ニ
ア・マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー  

中
野 

正
太

ジ
ュ
ニ
ア・マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー  

今
西 

誠

48 49TRANSPARENCY REPORT 2025



　当監査法人においては、高い監査品質を実現し、監査法人としての社会的役割を果たすため
に必要な人財を、質量ともに十分な形で確保して業務を行うために、法人として求める人財像に
ついての基本的な考え方を、「アヴァンティアの人財基本方針」として整理しています。この人財
基本方針は、人財採用における判断基準として機能するとともに、人事評価においても、当該
基本方針に則った評価を行うこととしています。

　人財発掘においては、当監査法人が求める人物像に関する基本的な考え方をまとめた「人財
基本方針」に合致し、当監査法人の経営理念に共感する人財について積極的に獲得をしています。
　特に昨今においては、当監査法人に対するニーズの高まりに適切に応え、持続可能な形で監
査法人としての役割を果たし続けるために、人財に対する先行投資を継続して推進しています。
直近１年間においても、37名の常勤メンバーの採用実績を有しており、同規模の監査法人として
は卓越した実績であると自負しています。

　

　当監査法人では、2008年の設立以来、職員に対し副業を認め、公認会計士として幅広い経
験を積みたいというメンバーのニーズに応えています。
　また、副業に一定の時間を割くことを前提としたフレキシブルなスタイルの常勤職員も存在して
おり、監査離れが進む昨今の業界環境において、優秀な人財が監査業務にとどまることに大きく
寄与しています。
　このようなスタイルの職員は、非常勤職員とは異なり、時間配分以外の要素は全て常勤職員
と同様であり、当監査法人の品質管理ルールの周知なども通常の常勤職員と同様に行っている
ため、監査品質の確保は一定の高いレベルでなされています。

　

　多様なバックグラウンドを有する非常勤会計士は、得意分野を活かした監査品質への寄与、
若手常勤メンバーへの良い刺激となる良い側面も多くあるため、監査業務においては一定の非常
勤人財の活用も行っています。ただし、高いレベルで監査品質を確保するため、コア業務は常
勤職員主体とし、非常勤比率は一定以下とすることを基本方針としています。また、非常勤職員
についても監査品質を中心とした評価を行い、当該評価結果に応じた処遇とするなど、監査品
質にも配慮しています。

人財基本方針 人財採用方針

多様な働き方を前提とした人財確保

非常勤職員の活用方針

人財基盤

アヴァンティアの人財基本方針

会計士である前に、良識ある社会人、
そして一流のビジネスパーソンとしての振る舞いができる人財

会計プロフェッションとしての高い倫理観を持ち、仕事の公益性を常に意識した
利他の精神を有するとともに、定められたルールの趣旨を理解し、誠実に遵守する人財

仕事に取り組むにあたっては、常に前向きに明るく好奇心を持ってチャレンジするとともに、
変化を拒まず、新たな価値観や多様性を受け入れる人財

会計プロフェッションとしての専門的知識はもちろん、企業経営者との対話にもつながる
幅広い豊かな教養を備えるための良習慣を持った人財

チームワークを重視して、自己の業務で完結するだけでなく、
全体最適の視点で仕事に取り組むことができる人財

自身の専門能力の向上にむけ常に自己研鑽に励むとともに、後進に対して積極的に助言し、
成長支援をすることで、人財が大きく育つ環境をつくりあげられる人財

クライアントの健全なニーズに全力で応え、指導性の発揮を通して、
クライアントの課題解決を推進できる人財

08 未来を創る人財基盤 人財基盤
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　採用した人財を一流の職業的専門家へと育成するための人財育成については、専門職員１人
１人の個の力を最大限に伸ばすとともに、これをチームとして結集する、そしてチームとしての動
きから個がさらなる成長を遂げるという基本的なコンセプトに基づいて取り組んでいます。
　特に積極的に採用を進めている新規合格者については、３年間で上場企業監査における主査
業務を担いうる人財へと育成するという考え方に基づき、小手先のテクニックではなく、いかに
して自分の頭で考え抜いて監査業務と向き合うかという観点から、参加者にじっくりと考えさせる
形態の研修を定期的に実施するとともに、監査現場においてそれをOJTとして実践するという循
環を重視しています。

　

　当監査法人では、会計監査の専門家であると同時に幅広いビジネス感覚を持った会計士として
「信頼される自由職業人」を育成する観点から、徹底したOJTに加え、成長を後押しする仕組
みとして、多様な研修制度を整備しています。具体的には、新人を対象とした「新人研修」、ジュ
ニア・アカウンタントを対象とした「JA研修」、主査を対象とした「主査研修」、法人全体で行う「全
体研修」、ある程度のキャリアを積んだメンバーに対する「自由職業人育成研修」等を行っています。
各研修の内容は、顧問の新井氏に監修いただきながら、社外の講師もお招きしています。

　当監査法人の人事評価は、評価や昇進等について透明性あるプロセスを整備し、監査品質
の向上に寄与する人財が高く評価される仕組みとなっています。
　具体的には、職位ごとに期待される「行動」と「成果」の観点から評価基準を設定し、中で
も監査品質のウエイトを最も高くすることによって、監査品質を最重視するという法人の基本方
針を反映した評価基準としています。
　最終的には、各部門による評価が適切になされているかについて、人事評価会議が監督し、
透明性のある人事評価を担保しています。
　これらの人事評価システムによって、公正な評価を実施するとともに、監査品質向上のインセンティ
ブを強化しています。

　当監査法人では、公益性の高い監査業務に優先的に人財を投入する方針としており、非監査
業務について積極的な事業開発は行っておりません。一方、非監査業務は、公認会計士として
専門性の幅を広げる機会であるため、そのような機会に恵まれた際には、監査における独立性
保持を前提として、前向きに取り組んでいます。

　当監査法人においては、個々人の専門的能力及び組織内で求められる役割を踏まえて、次の
職位を設けており、その構成は以下のとおりです。

人財育成方針

当監査法人の研修制度

人員状況

08
未
来
を
創
る
人
財
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盤

人
財
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盤

職位 2024年９月
人員数 構成比 2025年９月

人員数 構成比

パートナー（P） 21 10.8% 22 10.4%

マネージャー（M） 10 5.2% 12 5.7%

エキスパート・マネージャー（ME） - - 1 0.5%

ジュニア・マネージャー（JM） 14 7.2% 17 8.1%

エキスパート・ジュニア・マネージャー（JME） 1 0.5% - -

シニア・アカウンタント（SA） 66 34.0% 65 30.8%

シニア・エキスパート（SE） 2 1.0% 3 1.4%

ジュニア・アカウンタント（JA） 46 23.7% 55 26.0%

ジュニア・エキスパート（JE） 2 1.0% 1 0.5%

オーディット・アソシエイト（AA） 17 8.8% 17 8.1%

コーポレート管理部 15 7.8% 18 8.5%

合計 194 100.0% 211 100.0%

2025年９月１日現在 品質管理に携わる専門要員数（兼任者含む）

品質管理部 9名

事業推進部 16名

合計 25名

（注）  ・上表の2024年９月には、非常勤メンバーがSAに38名、SEに２名、JAに12名含まれており、フルタイム稼働ベースでは計10.5名です。 
・また、2025年９月には、非常勤メンバーがSAに36名、SEに２名、JAに11名含まれており、フルタイム稼働ベースでは計16.4名です。 
・2025年９月人員の女性割合は52名（構成比25％）です。

　また、品質管理に携わる部門別の専門要員数は以下のとおりです。

非監査業務に対する方針

人事評価方針・制度

【略歴】
公認会計士、日本証券アナリスト協会検定アナリスト及び同協会規
律委員会委員。
東京証券取引所に入所し、通算13年間の上場審査業務を含めて約
27年間勤務。その後、企業会計基準委員会副委員長、実務補習等
を事業とする会計教育研修機構代表理事専務等を歴任。

顧問

新井 武広 氏
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09 未来を創る理念と体現する人財 ミッション・ビジョン・バリュー

MISSION
社会の公器たる企業と社会的使命感を有する人財の架け橋、
すなわちプラットフォームとしての役割を果たすことを通じて、
資本市場及び経済社会の健全な発展に寄与すること。

ミッション（存在意義、果たすべき使命）

VALUE
バリュー（日常的な価値基準）

VISION
・ 圧倒的な「個」の力を有する優秀人財を輩出する監査法人になる。
・ 何にも屈することなく、公正な判断をすることができる適正規模の監査法人になる。
・ 前例にとらわれず先導的役割を果たすことのできる業界最高水準の監査法人になる。

ビジョン（未来のありたい姿）

Growth Support
 ~in the same boat~

我々は、後進に対して積極的に助言し、成長支援をすることで、
人財が大きく育つ環境をつくります。
また、我々がチームとして、クライアントと共に
 “同じ船に乗る（= in the same boat）”ことで、
難局を乗り越え、共に成長していきます。

我々は、自由職業人としての“個” を重視し、
日々の挑戦を通して“特別な個（= The One）” になることを目指します。
また、普段から “笑顔（e）” でいられるように、明るく前向きに仕事に取り組みます。

Be The One

我々は、仕事に取り組むに当たっては、さらなる高みを目指すことを良しとし、
“限界を超えて（= + Ultra）”品質を高めていきます。
そして、“利他（= lita）”の精神で、人（チーム）や社会のためになる仕事をします。

+ Ultra Qualità

当監査法人では、当監査法人の存在意義、
ひいては社会に対して果たすべき使命を「ミッション（Mission）」として定めるとともに、
このミッション実現のためにどのような組織になる必要があるのかという観点からの
未来のありたい姿として「ビジョン（Vision）」を定めています。
また、ミッション及びビジョンを実現するために、
日々の判断や行動指針のもととなる価値基準として、
メンバー自らが設定した「バリュー（Value）」があります。
これら監査法人としての基本的な考え方が、
監査品質の土台である個々人の使命感や倫理観の基礎であると考え、
職員全員に対して周知しています。

ミッション・ビジョン・バリュー
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ジュニア・アカウンタント

野杁 彩世
ジュニア・マネージャー

藤森 恭介

　私は、アヴァンティアに入所して２年目ですが、若手で
あっても主要な営業科目を任せていただくなどの機会があり、
日々成長とやりがいを感じています。
　初めの頃は、資料や先輩方の情報だけでは取引の実態
を理解しきれないこともありました。しかし、若手だから
こそ臆することなく、事実を正しく認識できるまでヒアリン
グを実施することで、監査手続に必要な商流や業務プロ
セスの正しい理解を得ることができます。また、質問を重
ねるうちに、クライアント自身が気づいていなかった業務
上の課題を発見することもあります。そのような課題に対
して改善提案を行うことで、クライアントにプラスワンの付
加価値を提供できたときに、大きな達成感とやりがいを感
じます。

　私はこれまでに培った専門能力及び実務経験を基盤と
して、監査法人外でも専門性を発揮しています。原子力
規制分野においては外部有識者として行政事業レビュー
を担当し、行政運営の評価や改善提言に携わっています。
また、予備校において「監査に関する理論及び実務」や
「公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理」の模
擬試験を作成し、次世代の公認会計士の育成に貢献して
います。さらに、企業向け専門誌への記事執筆を通じて、
会計実務の課題やトレンドを社会に発信しています。こう
した活動は、社会に対して監査人の専門性を還元すると
ともに、自らの知見を拡張し、アヴァンティアでの業務の
質の向上にもつながっています。法人内外での相乗的な
成長を目指しています。

　私は、準大手監査法人から転職してきました。現在は
IT監査を担当していますが、入所当初は約１年間会計監
査を担当していました。アヴァンティアに入所して初めての
現場で驚いたことは、クライアントへのヒアリングでした。
準大手では“コスパ”がとにかく重視されていましたので、
必要最低限の内容しかヒアリングしていませんでした。一
方、アヴァンティアでは必要最低限の内容はもちろんのこ
と、その先までヒアリングを行い、クライアントの理解を
深めより良い提案をしようとする姿勢が先輩方に見られま
した。そのアヴァンティアの風土に感銘を受け、IT監査を
担当している現在でもヒアリングを大事にし、クライアント
の将来性を見据えた提案をするように心掛けています。

　私は「早期成長」というキーワードに惹かれ、2022年
12月に入所しました。アヴァンティアでは、早期成長と抜
擢を目的に、「３年目で上場企業の主査になりうる人財を
育てる」というコンセプトのもとで研修が行われます。そこ
で重要視されるのは、専門的判断の土台となる徹底した
事実認識です。私は入所以来、定量的な情報や業界知
識といった理解にとどまらず、クライアントの方々を通じた
「生々しい」理解に注力してきました。現在上場会社を
含む２件の監査業務で主査を担当する中で、効果的な監
査と課題解決を通じたプラスワンの付加価値提供のために、
徹底した事実認識の必要性を強く感じています。今後も
徹底した事実認識にこだわり、より高次元の指導的機能
を発揮していきたいです。

　私は2025年１月から事業会社に内部監査担当として出
向し、内部統制の評価や経営目標達成の支援等に従事し
ています。会計監査とは異なり、広範な領域で多様なリ
スクを考慮する必要がある点に難しさはありますが、その
分学びが多く大きなやりがいを感じています。また、監査
法人に勤務しているだけでは得られない、事業会社なら
ではのリアルな現場の状況に触れられる点も非常に有意
義であると感じています。アヴァンティアで培ったリスクへ
の感覚や論理的思考は、内部監査においても重要な基盤
となっており、日々の業務でその経験が活きていると実感
しています。今後も内部監査を通じて出向先への貢献を
続けるとともに、そこで得た経験を将来の監査業務に活か
していきたいです。

　私は大手監査法人を経て、アヴァンティアに入所しまし
た。転職して強く感じるのは、経営トップの考えが組織に
深く浸透していること、意思決定のスピードが圧倒的に速
いこと、そして現場を尊重する文化が根付いていることです。
どの現場においても、深い企業理解に基づく事実認識を
何よりも重視し、それを基盤とした会計判断を行っていま
す。私はこれまでの経験を活かしながら、アヴァンティアら
しさを日々吸収し、公認会計士としてやりがいのある充実
した日々を送っています。また、新リース会計基準やIFRS

に関するナレッジ向上、事業推進部や人財開発室の活動
にも取り組んでいます。今後も自由職業人を目指しながら、
法人の成長に微力ながら貢献していきたいと思っています。

IN
TER

V
IEW

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

当監査法人では、様々な職歴や年次のメンバーがそれぞれの特性を活かして
法人内外で活躍し、当監査法人のバリューを発揮しています。

多方面で活躍しているメンバーの声をご紹介します。

パートナー
品質管理部兼任

吉田 武史

シニア・アカウンタント
IT専門家

山寺 祥子

ジュニア・アカウンタント

上村 裕貴

出向中
株式会社ツクルバ
内部監査担当

和田 龍
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　企業価値の評価軸は財務情報にとどまらず、人的資本・社会関係資本・自然資本などの非
財務資本へ拡張しています。国際的には ISSB（国際サステナビリティ基準審議会）により財務
報告に準拠したサステナビリティ開示基準（S1・S2）が策定され、日本でも2025年３月にSSBJ（サ
ステナビリティ基準委員会）による日本版基準が確定しました。これにより2025年度から任意適
用が可能となり、2027年３月期以降は時価総額の大きいプライム市場上場企業から段階的に義
務化が始まる見込みです。
　これらの基準では、人的資本や気候変動、ガバナンス等の非財務情報を財務情報と整合する
形で“信頼性ある経営情報”として開示することが求められます。さらに非財務情報の保証制度
も進展しており、2025 年１月に国際保証基準「ISSA 5000」が最終承認され、2026年12月15

日以降の適用が予定されています。これにより企業は開示の質に加え、その“信頼性”を担保す
る仕組みの構築を求められます。こうした制度整備は、非財務情報をPRや社会貢献にとどめず、
資本市場との対話を可能にする“経営構造情報”として取り扱う時代への転換を意味しています。

　当監査法人は2025年７月より「サステナビリティ開示対応プロジェクト」を発足させ、制度
動向の把握と法人内の知見蓄積を進めています。月次グループワークや研修を通じて、ISSB・
SSBJ・ISSA5000等の制度理解を浸透させるとともに、先進企業の統合報告書や人的資本・気
候関連リスク開示を分析し、業種・企業規模ごとの実務アプローチを研究するとともに、クライ
アント支援に向け、KPI設計支援（エンゲージメントスコア、研修時間当たりの資格取得率、有
休取得率、Scope排出原単位など）、ガイドライン準拠の文書構成、社内体制整備を含む「中
堅企業向けサステナビリティ開示支援パッケージ」の開発も進め、ミドルサイズの上場企業にお
けるサステナビリティ対応を万全なものにできるよう準備を進めてまいります。
　制度対応に加え、企業の“戦略的意図”や“持続的価値創造”を踏まえた実質的伴走支援が
求められている現状を踏まえ、実務力と柔軟性を兼ね備えた体制を目指しています。

1. 企業価値を支える“非財務資本”への視座

2. 中堅監査法人としての制度対応と実践支援

サステナビリティ推進

10 未来を創るその他の取組み サステナビリティ推進

　サステナビリティ開示は制度充足の形式対応ではなく、企業が自社の価値創造構造を社会や
投資家にどう語るかを設計する“対話の起点”です。当監査法人は開示資料の作成支援にとどま
らず、企業の中長期ビジョンやパーパス、経営資源の投資方針とKPIを接続するストーリー構成、
社内外での価値対話の促進、ステークホルダーとの信頼構築を意識した開示設計を重視します。
　特に人的資本やガバナンスといった非財務テーマは、数値比較が難しい一方で企業の独自性
や魅力が現れる領域です。形式的テンプレートに収まらない価値を引き出すには、会計・監査
視点に加え、経営との接点を設計する力と、対話的に価値を共創する姿勢が不可欠です。当監
査法人はこうした視点を共有し、制度と戦略の“翻訳者”として信頼性ある対話支援を実現して
いきます。

　非財務情報の保証制度整備は、監査法人の役割と専門性を再定義する転換点です。2026年
12月15日以降の適用予定の ISSA5000では、保証対象情報のスコープ明確化、合理的／限定
的保証の区分、保証実施者の独立性と職業倫理（IESBA IESSA準拠）が求められ、監査業務
で培った信頼性担保の知見が非財務領域に応用されることが想定されます。
　当監査法人はこれに先立ち、非財務保証対応の業務フロー整備、保証対象指標の選定基準
検討、内部統制・リスク評価プロセスの標準化、関連情報の収集体制構築を進め、保証スキー
ム実装に耐える体制を段階的に構築しています。今後は制度監査に加え「非財務保証・開示
支援」という新たな専門サービスを提供する中堅監査法人として、企業の価値形成と社会的信
頼に貢献できる監査モデルの構築を目指します。

4. 未来の監査法人像と保証制度への展望

3. 開示から対話へ──価値をつなぐ支援のあり方

相馬 裕晃
パートナー
サステナビリティ開示・保証担当

【略歴】
公認会計士。中央青山監査法
人・有限責任監査法人トーマツ
のパートナーを経て、2024年よ
り独立開業し一般財団法人会
計教育研修機構シニアフェロー
を務める。前監査法人在籍時
は、執行役として、開発、渉外、
地方創生、非財務サステナビリ
ティなどを担当。日本公認会計
士協会において、業種別監査委
員会委員などを歴任。

顧問

井上 雅彦 氏
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　当監査法人は、特定の国際ネットワークには加盟しない方針ですが、独自のグローバル推
進施策として、COO直轄のグローバル推進担当パートナーである染葉真史が中心となって、
Strategic Global Partnership（SGP）構想の実現に向けて取り組んでいます。その前段階として、
SGPの基盤を構築するために、アジアの主な国々の会計士協会等の協力を仰ぎながら複数の中
堅中小会計事務所との協力提携を進めているところです。現在、JK Medora PAC（シンガポール）
及びCCS & CO PLT（マレーシア）のローカル中小事務所と協力提携を締結しており、両国にお
けるグループ監査に対応できる体制を整えています。さらに、新たに国際業務実績が豊富な中国
やインドネシアの中小会計事務所とも協力提携を締結する予定です。今後、アジアのほか、日本
企業が海外子会社を持つ主要国の会計事務所とも協力提携を広げていき、主要国における協
力提携基盤を整備し、将来的に協力提携を発展させてSGPを確立することを計画しています。

　

　中堅監査法人に必要な国際対応の要素として、「海外子会社の監査対応」にフォーカスし、
従来型のネットワークのような拘束性がない形で、海外の様々な会計事務所との対等な関係の
パートナーシップ契約（Strategic Global Partnership Agreement）を締結し、クライアントの海
外子会社監査対応を担うことができる現地会計事務所との関係性を構築するという構想です。
　今後、当監査法人として積極的に協力提携事務所を拡大し、将来的には、シェアリング・エ
コノミーの発想で、他の中堅監査法人とも連携を図りコンソーシアムを立ち上げ、海外事務所と
の協力提携基盤をSGPへと発展させる予定です。当コンソーシアムがSGPの主体となることにより、
中堅監査法人として必要十分な国際対応基盤の確立を図っていきたいと考えています。

　

　当監査法人は IFRS（国際財務報告基準）に関しても、中堅監査法人としては珍しく、既に多
数の導入事例を法人として経験しています。また、IFRSを採用するクライアント数も増加していま
すので、IFRSに精通した人財を一定程度確保しています。
　今後も、人財開発室及びグローバル推進担当パートナーが中心となって、法人としてIFRS対
応力を高めるべく、能力開発及び人財育成に取り組んでいきます。
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　監査法人経営において国際対応というと、多くの方が国際ネットワークへの加入を思い浮かべ
るでしょう。一定規模以上の監査法人においては、何らかの国際ネットワークに属することが常
識であるかのように考えられていることも否めません。
　一般的に日本の監査法人が国際ネットワークに所属する利点としては、監査業務におけるツー
ルやソフトウェアの利用、リファーラル業務の獲得、クライアントの海外子会社監査の安定した
対応などが挙げられますが、その一方で、必ずしも日本の監査環境にはマッチしない監査マニュ
アルやツールの利用が半ば強制されることや、その対価としての多額のロイヤルティの支払いなど
が生じるのも事実です。
　当監査法人としては、国際ネットワークへ加入することによるマイナスの側面の影響が大きいと
判断し、むしろ自社開発した電子監査調書プラットフォームAQuAを十分に活用し、自分たちで
検討を重ねた品質管理ルールを何らの制約なく運用することで、より高い監査品質の確保が可
能になると確信し、特定の国際ネットワークへの加入は行っていません。

　国際ネットワークに加盟していないことで、クライアントの海外子会社監査の対応に不安を覚
えられる方がいらっしゃるかもしれませんが、当監査法人においては、国際ネットワークに所属し
ている現地会計事務所という制約にとらわれることなく、それぞれの海外子会社にとって、最適
と考えられる現地会計事務所に業務を依頼し、当監査法人が主体となってグリップを効かせるこ
とで、むしろ最適な布陣でのグループ監査が可能になると考えています。特に、改正監査基準
報告600「グループ監査における特別な考慮事項」の適用によって、海外子会社の監査人に対
してより緊密に関与することが要求されましたので、親会社監査人のグリップ力が極めて重要とな
ります。
　このようにして、当監査法人においては、国際ネットワークへの加入という形に一切とらわれる
ことなく、それぞれの局面において最適な組み合わせで、クライアントのグローバル化へと対応で
きる体制を整えており、そのために必要となる外国語に通じた人財についても一定程度確保して
います。

グローバル・ネットワークに関する考え方

海外子会社監査への対応

グローバル推進 アヴァンティアとしてのグローバル推進

Strategic Global Partnership構想

IFRS（国際財務報告基準）への万全の対応

染葉 真史
パートナー
グローバル推進担当
元国際会計士連盟（IFAC）ボードメンバー
元日本公認会計士協会（JICPA）国際担当常務理事
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　当監査法人のように無限責任のパートナーシップを前提とした監査法人においては、パートナーによる
相互監視が最も重要なガバナンス基盤となります。
　一方、上場企業監査を行う監査法人は、自らを社会的な存在と位置づけ、内向きの論理で経営するの
ではなく、ステークホルダーへの説明責任を果たすことができるガバナンス基盤の確立を目指さなければな
りません。
　当監査法人は、対外的にも説明可能なガバナンスを高いレベルで構築することを念頭に、「監査法人の
組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）の適用を2021年12月より行っています。
　監査法人のガバナンス・コードは2023年３月24日に改訂されており、当監査法人は2024年６月期の期初
（2023年７月１日）から改訂後のコードを適用しています。当監査法人は各コードの全てにコンプライして
おり、具体的な対応状況について、次ページ以降でご説明いたします。

11 ガバナンス・コードの適用状況 ガバナンス・コード

ガバナンス・コード

ガバナンス・コードの内容

原 則 内 容

監査法人が果たすべき役割 1

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等
の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを
果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能
力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

組織体制

2
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現す
るため、実効的に経営（マネジメント）機能を発揮すべきである。

3
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それ
を通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

業務運営 4
監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備
すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において
会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

透明性の確保 5
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、
十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対
する内外の評価を活用すべきである。

当監査法人の取組み状況

原 則 1 監査法人が果たすべき役割

指針 当監査法人の取組み

1-1
監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、
法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の
構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。

P04-09   アヴァンティアの成長とその
未来 

P08-09   Avantia2030
P54-55   ミッション・ビジョン・バリュー

1-2
監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践する
ための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。

P50-53   人財基盤
P54-55   ミッション・ビジョン・バリュー 

1-3
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力
を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。

P50   人財基本方針
P52   人事評価方針・制度

1-4
監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的
に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。

P54-55   ミッション・ビジョン・バリュー

1-5

監査法人は、法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけについ
ての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体
的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構
成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、
利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。

P51   多様な働き方を前提とした 
人財確保

P53   非監査業務に対する方針

1-6

監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等との包括的な業
務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワー
クやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運
営を行っているのかを明らかにすべきである。

P60-61   グローバル推進

原 則 2 組織体制

指針 当監査法人の取組み

2-1
監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営が行われるよう
にすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合は、実
効的な経営機能を確保すべきである。

P34-37   ガバナンス

2-2

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以
下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。
・ 監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事
項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び
当該体制を活用した主体的な関与
・ 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な観
点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の
整備
・ 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための
人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備
・ 監査に関する業務の効率化及び企業においてもデジタル化を含めたテクノロジーが
進化することを踏まえた深度ある監査を実現するための IT 基盤の実装化（積極的な
テクノロジーの有効活用を含む。）に係る検討･整備

P12-15   プラスワンの付加価値を実現する
ための取組み

P16-19   生成AIを活用した品質向上・効
率化への挑戦

P20-21   IＴ基盤
P30-33   クライアントとのコミュニケーション
P34-37   ガバナンス
P42-46   組織的品質管理体制

P45   積極的なコミュニケーション
P50-53   人財基盤

2-3
監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけで
はなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果た
す人員を選任すべきである。

P34-37   ガバナンス
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原 則 3 組織体制

指針 当監査法人の取組み

3-1

監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効
性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らか
にすべきである。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合は、
経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援する機
能を確保すべきである。

P34-37   ガバナンス
P36-37   経営・監査品質監視委員
P36-37   内部監査室

3-2
監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識す
る課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せて、
当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。

P34-37   ガバナンス
P36-37   経営・監査品質監視委員

3-3

監査法人は、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者について、例えば以
下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきである。
・経営機能の実効性向上に資する助言・提言
・組織的な運営の実効性に関する評価への関与
・ 経営機能を果たす人員又は独立性を有する第三者の選退任、評価及び報酬の決定過
程への関与

・法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
・ 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証
及び活用状況の評価への関与
・被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与

P34-37   ガバナンス
P36-37   経営・監査品質監視委員
P36-37   内部監査室

3-4
監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監督・
評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情報が提
供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。

P34-37   ガバナンス
P36-37   経営・監査品質監視委員
P36-37   内部監査室

原 則 5 透明性の確保

指針 当監査法人の取組み

5-1
監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本
原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可
能な文書等で、わかりやすく説明すべきである。

本報告書が相当します。
P45   積極的なコミュニケーション

5-2

監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点から、
規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。
・ 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割
を主体的に果たすためのトップの姿勢
・ 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の
指針
・ 監査法人の中長期的に目指す姿や、その方向性を示す監査品質の指標（AQI：Audit 

Quality Indicator)又は会計監査の品質の向上に向けた取組みに関する資本市場の参
加者等による評価に資する情報
・監査法人における品質管理システムの状況
・経営機関等の構成や役割
・ 監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役割、貢献
及び独立性に関する考え方
・ 法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけについての考え方、
利益相反や独立性の懸念への対応
・ 監査に関する業務の効率化及び企業におけるテクノロジーの進化を踏まえた深度ある
監査を実現するための IT 基盤の実装化に向けた対応状況（積極的なテクノロジーの
有効活用、不正発見、サイバーセキュリティ対策を含む。）
・ 規模・特性等を踏まえた多様かつ必要な法人の構成員の確保状況や、研修・教育も
含めた人材育成方針
・特定の被監査会社からの報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況
・海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況
・ 監督・評価機関等を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実
効性の評価

P04-09   アヴァンティアの成長とその
未来

P08-09   Avantia2030
P20-21   IＴ基盤
P34-37   ガバナンス
P42-46   組織的品質管理体制
P50-53   人財基盤
P60-61   グローバル推進

P66   財務基盤

5-3

グローバルネットワークに加盟している監査法人や、他の法人等との包括的な業務提携
等を通じてグループ経営を行っている監査法人は、以下の項目について説明すべきである。
・ グローバルネットワークやグループの概略及びその組織構造並びにグローバルネットワー
クやグループの意思決定への監査法人の参画状況
・ グローバルネットワークへの加盟やグループ経営を行う意義や目的（会計監査の品質
の確保やその持続的向上に及ぼす利点やリスクの概略を含む。）
・ 会計監査の品質の確保やその持続的向上に関し、グローバルネットワークやグループ
との関係から生じるリスクを軽減するための対応措置とその評価
・ 会計監査の品質の確保やその持続的向上に重要な影響を及ぼすグローバルネットワー
クやグループとの契約等の概要

P60-61   グローバル推進

5-4
監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、
その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その際、監督・
評価機関の構成員又は独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。

P30-33   クライアントとのコミュニケー
ション

P45  積極的なコミュニケーション 
資本市場関係者との意見交換は、
法人代表CEO、COOが中心となり、
様々な人的交流の中で実践していま
す。

5-5
監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期
的に評価すべきである。

P36-37   経営・監査品質監視委員
実効性の年次評価を実施し、その結
果を経営・監査品質監視委員に報
告しております。

5-6
監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適
用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。

P45   積極的なコミュニケーション
５-5に記載のとおり評価を実施して
おり、当該評価結果を組織的運営の
改善に活用しております。

原 則 4 業務運営

指針 当監査法人の取組み

4-1

監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに
経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべ
きである。また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積
極的に行うべきである。

P38-49  監査品質を支える組織基盤

4-2

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮さ
せるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、
運用すべきである。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが
十分に評価されるべきである。

P50-53  人財基盤

4-3

監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
・ 法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見
や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること
・ 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、
会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること

・ 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に
活用すること

・ 法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整備す
ること

P12-15    プラスワンの付加価値を実
現するための取組み

P50-53  人財基盤

4-4
監査法人は、被監査会社の CEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上
のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被
監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。

P30-33   クライアントとのコミュニケー
ション

P45   積極的なコミュニケーション

4-5
監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公
表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危
険を懸念することがないよう留意すべきである。

P46  通報制度
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12 13高い品質を支える財務基盤 法人概要

　経済的に独立した立場で真に公正な監査を行うために欠かせない要素が、安定した財務基盤です。
　当監査法人は、設立以来継続して財務的な安定を確保するとともに、特定顧客に対する報酬依存度に
ついても十分に低い水準を継続しており、監査における独立性を脅かすような状況は一切ありません。

財務基盤 法人概要

当監査法人の財務概況

2024年６月期 2025年６月期

売上高合計 2,155 2,688

　（１項業務収入） 2,066 2,597

　（２項業務収入） 90 91

最も依存度が高い顧客に対する報酬依存度（％）※ 3.8% 3.8％

現金及び預金 655 586

総資産 1,021 1,320

有利子負債 1 4

純資産合計 442 620

※倫理規則においては、特定の顧客に対する報酬依存度が15％を超えた場合、独立性に懸念が生まれるため必要な施策を講じることとされています。なお、当監査法
人の報酬依存度の計算にあたっては、分母にパートナー個人の業務収入を含めずに保守的に算出した割合を記載しています。

法 人 名 監査法人アヴァンティア（英文名称：Avantia GP）

所 在 地 東京事務所 東京都千代田区三番町3番地8
泉館三番町2階

大阪事務所 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13
大阪国際ビルディング31階

福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25
アクロスキューブ博多駅前7階

札幌事務所 北海道札幌市中央区北４条西４丁目１- 7
MMS札幌駅前ビル2階

設 立 年 月 2008年５月

代 表 者 法人代表CEO 小笠原 直

グループ会社 株式会社アヴァンティアコンサルティング

三恵ビジネスコンサルティング株式会社

合同会社監査D＆Iコンソーシアム

（2025年９月１日現在）

（単位：百万円）

代表社員 2名

社員 18名

特定社員 2名

公認会計士 92名

試験合格者 49名

その他 48名

合計 211名

金融商品取引法・
会社法監査 45社

会社法監査 16社

その他法定監査 3社

その他任意監査 49社

合計 113社

人員数

監査クライアント数
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本報告書に関するお問い合わせ

本報告書の内容及び当監査法人の監査品質に関する
ご質問、お問い合わせがございましたら、品質管理部まで
遠慮なくお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ hinkan@avantia.or.jp

お電話でのお問い合わせ （03）3263-7681

URL　https://www.avantia.or.jp/




